
小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

行政界証明手数料

行政界を確認した箇所について、証明
書交付申請が提出された場合、小田原
市手数料条例第２４条第３項の規定に
より基づき、手数料を徴収する。

行政界を確認した箇所について、証明
書交付申請が提出された場合、南足柄
市手数料条例第２条の規定により、手
数料を徴収する。

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円（Ａ３用紙まで）
６００円（Ａ３用紙を超えるもの）
【減免】
法令の規定により、無料で取扱いをしな
ければならない場合、官公署から公務
上請求があった場合は免除

小田原市の事務処理方
式を適用する。

類似団体と比較しても同様で、
制度が簡素であるため。

簡素な制度で効率的な運用
ができる。

用紙の大きさに関わらず手数料が一
律だが、件数は多くないため歳入の増
減はほとんどないと見込まれる。

021014

行政不服審査法等に基
づく謄写の手数料

行政不服審査法等に基づき審理員、行
政不服審査会等に提出された書類等の
写し等を交付する際に手数料を徴収す
る。

【手数料】（１件につき）
１０円（片面）
※カラーの場合５０円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用し、手数料化は
しない。

情報公開制度等と同様に、謄写
の実費負担として手数料化しな
い。

簡便な手続きが図れる。

現行の小田原市の例では、減免規定
がない。実費負担は、原則謄写代であ
り、大きな負担になるとは考えていない
が、今後の実績を踏まえ、減免規定に
相当する規定の整備を検討する。

021023

普通財産の貸付
普通財産の貸付に伴う料金を徴収す
る。

普通財産の貸付に伴う料金を徴収す
る。

【貸付料】
○土地
  近傍類似の土地の固定資産税評価額
（㎡）×５／１０００×貸付面積
○建物
  近傍類似の建物の固定資産税評価額
（㎡）×８／１０００×貸付面積に、貸付
面積にかかる建物敷地について土地の
貸付額計算に基づき算定した額を加え
た額
○土地・建物以外
  適正な時価に準じて算定した額
○電柱・水管等
  道路占用料徴収条例に準じた単価
【減免】
普通財産は、次の各号の一に該当する
ときは、これを無償又は時価よりも低い
価額で貸し付けることができる。
(１)他の地方公共団体その他公共団体
又は公共的団体において公用若しくは
公共用又は公益事業の用に供すると
き。
(２)地震、火災、水害等の災害により普
通財産の貸付を受けた者が、当該財産
を使用の目的に供しがたいと認めると
き。

【貸付料】
○土地
  駐車場として貸付をしている場所は近
隣駐車場の月額料金を参考に決定して
いる。その他の場合は不動産鑑定を元
に賃借料を決定している。
○建物
  事例なし

【減免】
普通財産は、次の各号の一に該当する
ときは、これを無償又は時価よりも低い
価格で貸し付けることができる。
(１)他の地方公共団体その他公共団体
又は公共的団体において、公用若しく
は公共用又は公益事業の用に供すると
き。
(２)地震、火災、水害等の災害により普
通財産の貸付を受けたものが、当該財
産を使用の目的に供しがたいと認める
とき。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

貸付件数と歳入決算額が多い
小田原市の方式を適用する。た
だし、南足柄市分については、
合併後３年間で段階的に小田
原市の制度に合わせる。

貸付件数と歳入決算額が多
い小田原市の方式を適用す
ることで、混乱が少ない。

南足柄市分は増額となるため、現契約
者については、周知・説明を十分に行
う。

022022

行政財産目的外使用料
行政財産の目的外使用に伴う料金を徴
収する。

行政財産の目的外使用に伴う料金を徴
収する。

【使用料】（月額）
○土地
  近傍類似の土地の固定資産税評価額
（㎡）×４／１０００×使用面積
○建物
  近傍類似の建物の固定資産税評価額
（㎡）×７／１０００×使用面積に、使用
面積にかかる建物敷地について土地の
使用額計算に基づき算定した額を加え
た額
○土地・建物以外
  適正な時価に準じて算定した額
○電柱・水管等
  道路占用料徴収条例に準じた単価
【減免】
公用若しくは公共用又は公益事業のた
め当該財産を使用するとき、又は市長
が特別の理由があると認めるときは、使
用料を減額又は免除することができる。

【使用料】（年額）
○土地
  ・近傍類似の土地の都市計画税課税
標準額（㎡）×４／１００×使用面積
○建物
  ・本庁舎の必要経費／本庁舎の床面
積×占有床面積
  ・使用部分に係る建物の価格×（７／
１００）×（使用許可日数／３６５）＋当該
建物の敷地のうち当該建物の建築面積
に相当する面積の土地について第１号
の規定を準用して算定した額×（使用部
分に係る建物の面積／当該建物の延
べ面積）
○電柱等
  道路占用料徴収条例に準じた単価
○自動販売機
  規則で定める額×使用部分に係る建
物の面積×（使用許可日数／３６５）
【減免】
・国、他の地方公共団体その他公共団
体が公用又は公共用に使用するとき。
・公共的団体又は公益団体がその事務
又は事業のために使用するとき。
・上記に定めるもののほか、市長が必
要と認めるとき。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

使用許可の件数と歳入決算額
が多い小田原市の方式を適用
する。ただし、南足柄市の分に
ついては、合併後３年間で段階
的に小田原市の制度に合わせ
る。

使用許可の件数と歳入決算
額が多い小田原市の方式を
適用することで、混乱が少な
い。

南足柄市分は増額となるため、現契約
者については、周知・説明を十分に行
う。

022022

工事施工証明手数料

小田原市発注の工事等において、受注
業者から工事等の施工及び完成に係る
証明の請求があった場合、証明書を発
行し、手数料を徴収する。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市のみの事業であるが、
定例的ではなく、年１回程度、他
自治体の工事契約の締結に際
して、業者から証明書を求めれ
ることが今後も想定されるととも
に、事業として残しておいても、
事務的な労力が極めて少ない
ため、合併後の市に引き継ぐこ
とは問題ないと判断した。

特になし 特になし 023003

原動機付自転車標識亡
失弁償金

原動機付自転車の標識の亡失等に対
する弁償金

原動機付自転車の標識の亡失等に対
する弁償金

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

現行どおりとする。

弁償金の額、対象、減免規定が
両市とも同水準で実施してお
り、類似団体と比較しても概ね
同水準であるため。

特になし 特になし 028012

調整方針（案）一覧  （使用料、手数料等の取扱い）

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

（協議第２０号 使用料、手数料等の取扱いについて） 別紙
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

原動機付自転車試乗標
識交付手数料

商品である原動機付自転車を販売、交
換又は車体試験を行うため、その販売
業者が自ら試乗し、又は他人に試乗さ
せるときに必要となる試乗標識の交付
に係る手数料

【手数料】（１件につき）
５００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

同水準で事業を継続し、合併後
の市の原動機付自転車販売業
者の利便を図るため。

南足柄市域の原動機付自転
車販売業者が原動機付自転
車試乗標識を利用できるよう
になり、手数料の増収が見込
まれる。

特になし 028013

自動車臨時運行許可事
務に関する手数料

道路運送車両法に基づく自動車の臨時
運行許可の申請（仮ナンバーの申請）に
対する審査手数料

道路運送車両法に基づく自動車の臨時
運行許可の申請（仮ナンバーの申請）に
対する審査手数料

【手数料】（１件につき）
７５０円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
７５０円
【減免】なし

現行どおりとする。

地方公共団体の手数料の標準
に関する政令に全国的に統一し
て定めることが特に必要と認め
られるものとして、手数料の金
額が規定されているため。

特になし 特になし 028014

【手数料】
○評価・公課・公租公課
  ３００円（ ２筆２棟まで）
  ※１筆１棟増すごとに１００円加算

【手数料】
○評価
  ３００円（ ２筆２棟まで）
  ※２筆２棟増すごとに３００円加算
○公課（１件につき）
  ３００円

○納税証明（１件につき）
  ３００円

○納税証明（１件につき）
  ３００円

○軽自動車納税
  無料

○車検用軽自動車納税証明
  無料

○所得・課税・非課税（１件につき）
  ３００円

○所得・課税・非課税（１件につき）
  ３００円

○事業（１件につき）
  ３００円

○事業（１件につき）
  ３００円

○地籍図・旧地籍図・大絵図（１件につ
き）
  ３００円

○家屋滅失（１件につき）
  ３００円

○家屋滅失（１件につき）
  ３００円

○住宅用家屋（１件につき）
  １，３００円

○住宅用家屋（１件につき）
  １，３００円

【減免】なし 【減免】なし

【手数料】
《閲覧》（１件につき）
○地籍図・旧地籍図・大絵図・法典
  ２００円

《写し発行》（１件につき）
○名寄帳
  ２００円
○地籍図・旧地籍図・大絵図
  ２００円、カラー３００円、マイラー８００
円

【減免】なし 【減免】なし

自動車臨時運行許可番
号標亡失弁償金

自動車の臨時運行許可番号標（仮ナン
バー）の亡失等に対する弁償金

自動車の臨時運行許可番号標（仮ナン
バー）の亡失等に対する弁償金

【手数料】（１組につき）
１，０００円
【減免】なし

【手数料】（１組につき）
１，０００円
【減免】なし

現行どおりとする。
類似団体より単価の設定が若
干低いが、両市の水準が同一
であるため。

特になし 特になし 028020

閲覧及び公文書の写し
の交付手数料

地籍図、旧地籍図、大絵図、法典の閲
覧及び地籍図、旧地籍図、大絵図の写
しを発行する際にかかる手数料

公図・旧公図・大絵図・土地台帳・家屋
台帳／名寄帳の閲覧、写しの発行にか
かる手数料

租税及び公課等の証明
等に関する手数料

証明書（評価・公課・納税・所得・課税
（非課税）・住宅用家屋・家屋滅失・事
業・地籍図・旧地籍図・大絵図）の発行
にかかる手数料

証明書（評価・公課・納税・所得・課税
（非課税）・住宅用家屋・家屋滅失・営
業）の発行にかかる手数料

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内１６市の証明手数料は、ほ
ぼ全市が同一の手数料設定で
あるため。また、評価証明の筆
数による手数料のカウント方法
は、納税者にとって分かりやす
く、事務の効率化の観点から
も、小田原市の算定方法を適用
する。

特になし 特になし

【手数料】
《閲覧、写し発行とも同額》（１件につき）
○公図・旧公図・大絵図
  ３００円
○土地台帳・家屋台帳
  ３００円
○名寄帳
  ３００円

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

小田原市についても平成２９年
４月から南足柄市と同一の料金
形態となるため。現在持ってい
る公文書の閲覧は引き続き行
う。

現在と同じサービスを提供で
きる。手数料に関しては、増
減はないと思われる。

特になし

028015

028018
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】
○戸籍謄本・抄本（１通につき）
  ４５０円

【手数料】
○戸籍謄本・抄本（１通につき）
  ４５０円

○戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項
証明書（１通につき）
  ４５０円

○戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項
証明書（１通につき）
  ４５０円

○戸籍記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○戸籍記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○除籍・改製原戸籍謄本・抄本（１通に
つき）
  ７５０円

○除籍・改製原戸籍謄本・抄本（１通に
つき）
  ７５０円

○除籍全部事項証明書・除籍個人事項
証明書（１通につき）
  ７５０円

○除籍全部事項証明書・除籍個人事項
証明書（１通につき）
  ７５０円

○除籍記載事項証明書（１件につき）
  ４５０円

○除籍記載事項証明書（１件につき）
  ４５０円

○届出・申請の受理証明書（１通につ
き）
  ３５０円
  ※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又
は認知の届出の受理について、法務省
令で定める様式による上質紙を用いる
場合
  １，４００円

○届出・申請の受理証明書（１通につ
き）
  ３５０円
  ※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又
は認知の届出の受理について、法務省
令で定める様式による上質紙を用いる
場合
  １，４００円

○届書記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○届書記載事項証明書（１件につき）
  ３５０円

○届書閲覧（１件につき）
  ３５０円

○届書閲覧（１件につき）
  ３５０円

【減免】
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・法令の規定により、無料で取扱いをし
なければならないもの。
・法令の規定において、条例の定めると
ころにより無料で取り扱うことができると
されているもの。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・法令の規定により、無料で取扱いをし
なければならないもの。
・法令の規定において、条例の定めると
ころにより無料で取り扱うことができると
されているもの。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】
○住民票の写し（１世帯につき）
  ３００円

【手数料】
○住民票の写し（１世帯につき）
  ３００円

○戸籍の附票の写し（１戸籍につき）
  ３００円

○戸籍の附票の写し（１戸籍につき）
  ３００円

○住民票の記載事項に関する証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の記載事項に関する証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の写し又は戸籍の附票の写し
の記載事項に変更がないことの証明（１
件につき）
  ３００円

○住民票の写し又は戸籍の附票の写し
の記載事項に変更がないことの証明（１
件につき）
  ３００円

○住民基本台帳の一部の写しの閲覧
（１世帯につき）
  ３００円

○住民基本台帳の一部の写しの閲覧
（１世帯につき）
  ３００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】（１件につき）
○印鑑登録証明書
  ３００円

【手数料】（１件につき）
○印鑑登録証明書
  ３００円
○印鑑登録証の再交付
  ３００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

戸籍法に基づく事務に関
する手数料

戸籍法に基づく事務に関する手数料
戸籍法に基づく事務に関する手数料の
免除

戸籍法に基づく事務に関する手数料
戸籍法に基づく事務に関する手数料の
免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし 特になし 031006

住民基本台帳法に基づく
事務に関する手数料

住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料
住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料の免除

住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料
住民基本台帳法に基づく事務に関する
手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし 特になし 031007

印鑑に関する事務手数
料

印鑑に関する事務手数料
印鑑に関する事務手数料の免除

印鑑に関する事務手数料
印鑑に関する事務手数料の免除

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

印鑑登録証の再交付手数料に
ついては、受益者負担とする。
類似団体では、平塚市が同様
の取扱いである。

南足柄市民は、現行どおりで
混乱しない。
小田原市分の再交付手数料
収入の増額が見込まれる。

小田原市民は、新たな受益者負担が
生じ、混乱が予想されるが、住民周知
を徹底する。

031008
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】（１件につき）
○身分証明
  ３００円

【手数料】（１件につき）
○身分証明
  ３００円

○独身証明
  ３００円

○独身証明
  ３００円

○不在籍不在住証明
  ３００円

○不在籍不在住証明
  ３００円

○廃棄済証明
  ３００円

○廃棄済証明
  ３００円

○年金現況証明
  ３００円
  ※公的年金現況証明は無料

○年金現況証明
  ３００円
  ※公的年金現況証明は無料

○住居表示変更証明
  無料

○住居表示変更証明
  無料

○出産育児一時金証明
  無料

○出産育児一時金証明
  無料

○転出証明書
  無料

○転出証明書
  無料

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】（１枚につき）
○個人番号カードの再交付
  ８００円
○個人番号の通知カードの再交付
  ５００円

【手数料】（１枚につき）
○個人番号カードの再交付
  ８００円
○個人番号の通知カードの再交付
  ５００円

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【減免】
・本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なもの。
・生活保護法の適用を受けている者か
ら請求されたもの。
・法令の規定により取り扱うもの。
・国又は地方公共団体が必要とするも
の。
・市長が特に必要と認めるもの。

【手数料】（１台につき）
○自転車
  ２，０００円
○原動機付自転車
  ４，０００円

【減免】
盗難にあった自転車等が移動された場
合は免除

おだわら市民交流セン
ター利用料金

市民の多様な活動を支援し、交流を促
進することにより、市民の福祉の増進を
図るため、おだわら市民交流センターを
設置し、会議室等の利用料金を徴収す
る。

【使用料】別添資料参照
【減免】
市が公用のため使用する場合、免除。
指定管理者が特に必要と認める場合、
減額又は免除。

現行どおりとする。

南足柄市に同様の施設がない
こと、現在の利用料金は近隣市
等の状況を加味して設定してか
ら間もないため。

変更がないため、混乱が起き
ない。

特になし 033016

地域センター使用料
コミュニティセンター使用
料

地域センターの貸室にかかる使用料
コミュニティセンター会議室等を使用す
る際の使用料の徴収

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとするが、減
免規定と営利目的利用
の加算率は新たに設定
する。

減免規定と営利目的利用の加
算率については、利用者にとっ
て公平な利用とするため、同水
準を設定する。

利用者にとって公平な利用と
なる。

減免対象、営利加算率、条例上の管
理内容の変更が生じる。
減免については、両市で概念が異なる
団体や活動の比較精査は困難なこと
から、減額については廃止を検討し、
条例上の不利益、管理内容について
は、両市ほぼ同様であることから、実
務面での統一を行っていく。料金につ
いては、次の改定までの暫定とする。
営利加算については、率が高い南足
柄市に合わせる。

033017

認可地縁団体に関する
手数料

台帳証明手数料、印鑑証明手数料 台帳証明手数料、印鑑証明手数料
【手数料】（１通につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１通につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。
地方自治法に規定されており、
両市とも同じ事務を行っている
ため。

特になし 特になし 033019

女性センター使用料
男女共生社会の実現を推進するため、
南足柄女性センターを設置し、会議室
等の使用料を徴収する。

【使用料】別添資料参照
【減免】市が公用のため使用する場合、
免除。市長が特に必要と認める場合、
減額又は免除。

現行どおりとする。

料金については、平成29年7月1
日付けで10％増額しているた
め、新市においても現行のとお
り実施する。

現行どおりの料金のため、利
用団体が安定して利用でき
る。

値上げにより利用者の減少が見込ま
れるが、使用料値上げに対するチラシ
を作成し、市民に周知する。

033020

生活改善事業資金貸付
金残高証明手数料

住宅取得資金に係る借入金の年末残
高等証明書の発行する際の手数料。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

類似団体と比較しても同水準で
あり、徴収に関して特に問題は
生じていないため。

特になし 特になし 033023

放置自転車等移動保管
料

東町自転車等保管場所にて保管してい
る、市内に放置された自転車等を所有
者が引き取る際、移動及び保管に要し
た費用（放置自転車等移動保管料）を
支払っていただくもの。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

受益者負担の考えから、小田原
市のみの規定を、現行のまま引
き継ぐこととする。

適正な受益者負担が図られ
る。

南足柄市民の負担が増える。 032019

個人番号カード・個人番
号の通知カードの再交付
手数料

個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料
個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料の免除

個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料
個人番号カード・個人番号の通知カード
の再交付手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし 特になし 031010

諸証明手数料
諸々の事務に関する手数料
諸々の事務に関する手数料の免除

諸々の事務に関する手数料
諸々の事務に関する手数料の免除

現行どおりとする。
両市及び類似団体は同額であ
り、現行の手数料は適正である
ため。

特になし 特になし 031009
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

小田原市民会館使用料
南足柄市文化会館使用
料

市民会館の使用料及び付帯設備及び
器具使用料を徴収する。

文化会館の使用料及び付帯設備及び
器具使用料を徴収する。

【使用料】別添資料参照
【減免･免除】
・市が主催する行事のために使用する
とき
・学校教育法第１条に規定する市内の
学校及び児童福祉法第７条に規定する
市内の児童福祉施設が文化行事を行う
ために使用するとき
【減免・使用料の２分の１の額の減額】
・市が共催する文化行事に使用するとき
・国又は他の地方公共団体が主催する
文化行事のために使用するとき
・市内の文化団体及び福祉活動を行っ
ている団体で市が財政援助をしている
ものがその事業の行事等のために使用
するとき

【使用料】別添資料参照
【減免・免除】
・市（行政委員会、市が設置する附属機
関等を含む）及び指定管理者が主催す
るとき
・市内の公立の保育園、幼稚園、小・中
学校が学校行事で利用するとき
【減免・５０％減額】
・市内の私立の保育園、幼稚園、小・中
学校が学校行事で利用するとき
・その他市長が特に必要と認めるとき
【減免・３０％減額】
・社会福祉関係団体、自治会などの地
域コミュニティ団体、ＮＰＯ団体、社会教
育関係団体、教育関係団体が、その目
的のための活動で利用するとき
・その他市長が特に必要と認めるとき

使用料については、それ
ぞれ現行のとおり新市に
引き継ぐが、減免・免除
については、合併後３年
を目途に新たな水準を設
定する。

減免・免除の規定は、市の中で
規定が異なることは利用者に
とって公平な利用とならないた
め、同水準を設定する。減免・
免除の規定は、できるだけ縮小
する方向で検討したい。

負担の公平性が図られる。
利用者への説明が必要であるため、
周知を徹底する。

051013

小田原文学館観覧料 小田原文学館の観覧料の徴収

【使用料】
大人２５０円、小中学生１００円
（２０名以上の団体料金：大人１８０円、
小中学生７０円）
【減免】
幼児、障害者手帳・小田原市発行の「福
寿カード」持参・提示で無料（付添１名含
む）

現行どおりとする。
小田原市のみ実施する業務で
あるため。

特になし 特になし 053010

スポーツ施設等に係る使
用料（指定管理施設）

スポーツ施設等に係る使用料等の徴収
事務（指定管理施設）
小田原アリーナ、小田原テニスガーデ
ン、城山陸上競技場、小峰庭球場

スポーツ施設等に係る使用料等の徴収
事務（指定管理施設）
体育センター、総合グラウンド、大口河
川敷グラウンド、広町パークゴルフ場、
大口河川敷パークゴルフ場、運動公園

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。

スポーツ施設については、平成
６年から県西地域２市８町の間
で利用協定を結んでおり、すで
に広域連携がなされている中で
現在の使用料で運営しているた
め。

特になし 特になし 054010

スポーツ施設等に係る使
用料（市管理施設）

スポーツ施設等に係る使用料等の徴収
事務（市管理施設）
城山庭球場、城内弓道場、市営御幸の
浜プール、スポーツ広場、酒匂川左岸
サイクリング場、酒匂川サイクリング
ロード

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。

スポーツ施設については、平成
６年から県西地域２市８町の間
で利用協定を結んでおり、すで
に広域連携がなされている中で
現在の使用料で運営しているた
め。

特になし 特になし 054011

夜間照明使用料 夜間照明使用料の徴収 夜間照明使用料の徴収

【使用料】（２時間につき）
○国府津小学校  ２，６００円
○豊川小学校  ３，０００円
○酒匂中学校
  （Ａ照明）５，０００円
  （Ｂ照明）３，０００円
  ※酒匂中学校
    Ａ照明：軟式野球用
    Ｂ照明：サッカー、ソフトボール用
【減免】なし

【使用料】（１回につき）
○Ａ照明（野球、ソフトボール等）
  ３，０００円
○Ｂ照明（サッカー等）
  ２，５００円

【減免】なし

現行どおりとする。

使用料は照明の数等でばらつ
きがあるので、当面現行のまま
とし、。将来的には照度等を考
慮しながら一定の基準で統一を
図る。

料金が変わらないため、利用
者には分かりやすい。

施設により料金が異なるため、新規の
利用者は混乱するが、将来的には照
度等を考慮しながら一定の基準で統一
を図る。

054013

学校体育館使用料 学校体育館使用料の徴収

【使用料】（１時間につき）
○一般  ２００円
○中学生以下を主な構成員とする団体
  １００円
【減免】
市、学校関係、自治会、子ども会等は免
除

廃止

学校数の多い小田原市の考え
方に合わせて、無料開放とす
る。有料化については今後検討
していく。

市民の反対や混乱はないと
思われる。

使用料収入がなくなる。 054014

生涯学習センター本館
施設使用料
中部公民館施設使用料

生涯学習センター本館のホール、舞台、
会議室等を使用する際の使用料及び器
具使用料の徴収。なお、（特非）小田原
市生涯学習推進員の会に施設窓口の
み委託。

中部公民館の会議室等を使用する際の
使用料及び器具使用料の徴収

【使用料】別添資料参照
【減免】
・小田原市、神奈川県又は国が公用の
ために使用する場合は免除。
・教育委員会が別に定める基準により
認定した団体が社会教育事業のために
使用する場合は施設使用料の２分の１
減額。
・その他教育委員会が特に必要と認め
る場合　教育委員会が定める額の減額
又は免除。

【使用料】別添資料参照
【減免】
・市・社会福祉協議会・登録ボランティア
団体・市内公立幼保小中学校は免除。
・市内学校の部活動・市内私立幼稚園
保育園は５０％減額。
・自治会関係団体・ＰＴＡ関係団体・少年
スポーツ団体等は３０％減額。

現行どおりとするが、減
免の基準は小田原市の
事務処理方式を適用す
る。

中部公民館を生涯学習センター
とするため、減免基準は統一す
る。

現状と同様の歳入が見込め
るほか、利用者にとって混乱
が生じない。

１時間当たりの単価に差異があるが、
市全体の公共施設のあり方を考える
中で、適正な使用料を検討していく。

055017

生涯学習センター分館
施設使用料

生涯学習センター分館の会議室等を使
用する際の使用料の徴収。なお、使用
許可は支所長が、使用料徴収は支所職
員が行う。

【使用料】別添資料参照
【減免】
小田原市、神奈川県又は国が公用のた
めに使用する場合は免除。
教育委員会が別に定める基準により認
定した団体が社会教育事業のために使
用する場合は施設使用料の２分の１減
額。
その他教育委員会が特に必要と認める
場合　教育委員会が定める額の減額又
は免除。

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055018
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

生涯学習センター国府
津学習館施設使用料

生涯学習センター国府津学習館の会議
室等を使用する際の使用料及び器具使
用料の徴収。

【使用料】別添資料参照
【減免】
小田原市、神奈川県又は国が公用のた
めに使用する場合は免除。
教育委員会が別に定める基準により認
定した団体が社会教育事業のために使
用する場合は施設使用料の２分の１減
額。
その他教育委員会が特に必要と認める
場合　教育委員会が定める額の減額又
は免除。

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055019

郷土文化館観覧料
郷土資料館入館料

施設（郷土文化館）の維持運営に資す
るとともに、負担の公平性の観点から、
特別の展示(特別展等)を観覧させる対
価として、観覧者に対し受益の負担を求
める。

施設（郷土資料館）の維持運営に資す
るとともに、負担の公平性の観点から、
展示等の観覧の対価として、入館者に
対し受益の負担を求める。

【使用料】
○入館料  無料
○観覧料  一般５００円
  （展覧会の規模等に応じ、減額あり）

【減免】
小田原市福寿カード所持者（市内在住６
５歳以上）、身体障がい者、高校生以
下、展覧会協力者等

【使用料】
○常設展（入館料）
  大人２００円、小中学生１００円
○特別展
  大人４００円、小中学生２００円
【減免】
身体障がい者手帳の本人のみ入館料
の２割引き、小学生以下、展示会協力
者等、団体割引あり（入館料の２割引
き）

小田原市の事務処理方
式を適用し、博物館法の
適用を受ける施設の方
式にする。常設展の観覧
を含む入館料は無料と
し、特別展においてのみ
観覧料の徴収を実施す
る。

博物館法の趣旨「公立博物館
は、入館料その他博物館資料
の利用に対する対価を徴収して
はならない」にしたがい、利用の
根幹となる常設展は利用者の
利便性を高める目的で無料と
し、特別な展示等を実施する場
合のみ受益者の負担を求める。

利用者の多い小田原市の事
務処理方式を適用すること
で、混乱が少ない。常設展の
観覧が無料となることで来館
者にとって利用しやすくなり、
利用者が増加する。常設展
の入館料徴収事務に係る経
費が縮減できる。

南足柄市郷土資料館の常設展利用者
に関わる入場料が免除されることで、
入館料収入が減少するが、特別展の
実施による観覧料収入の増加、入館
料徴収事務の縮減による経費の削減
を図る。

055020

郷土文化館施設使用料
負担の公平性の観点から、郷土文化館
の施設(会議室)の使用者に対し、受益
の負担を求める。

【使用料】別添資料参照
【減免】
公用のため使用するとき又は市長が相
当の理由があると認めるときは免除。
公益事業のため用するとき２分の１減
額。

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055021

松永記念館施設使用料
負担の公平性の観点から、松永記念館
の施設(茶室等)の使用者に対し、受益
の負担を求める。

【使用料】別添資料参照
【減免】
公用のため使用するとき又は市長が相
当の理由があると認めるときは免除。
公益事業のため用するとき２分の１減
額。

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055022

尊徳記念館観覧料 尊徳記念館展示室の観覧料の徴収

【使用料】
○個人
  中学生を除く１５歳以上の者  ２００円
  小学生及び中学生  １００円
○団体
  中学生、高校生及び大学生を除く１５
歳以上の者  １５０円
  高校生及び大学生  １２０円
  小学生及び中学生  ８０円
【減免】
幼児、福寿手帳所持者、障がい者等

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055023

尊徳記念館施設使用料
尊徳記念館の会議室等を使用する際の
使用料の徴収

【使用料】別添資料参照
【減免】
宿泊料については、市内在住在学の小
中学生が使用する場合は２分の１減
額。

現行どおりとする。
小田原市のみの施設であるた
め。

特になし 特になし 055024

【手数料】（１件につき）
○許可の申請
  ２４０，０００円

《参考》【手数料】（１件につき）
○許可の申請
  ２４０，０００円

○許可の更新
  ２３０，０００円

○許可の更新
  ２３０，０００円

○変更の許可
  ２２０，０００円

○変更の許可
  ２２０，０００円

【減免】なし 【減免】なし

【手数料】（１件につき）
○許可申請手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○許可申請手数料
  ４，２００円

○変更許可申請手数料
  １０，０００円

○変更許可申請手数料
  ４，２００円

○許可書再交付申請手数料
  ５，０００円

○許可書再交付申請手数料
  ２，１００円

【減免】なし 【減免】なし

062004

土壌汚染対策法に基づく
事務に係る手数料

汚染土壌処理施設の許可申請、許可の
更新及び変更許可の申請に係る審査に
対し手数料を徴収する。なお、市長が特
に必要と認める場合は減額又は免除す
る。

神奈川県で実施

小田原市の事務処理方
式を適用する。

現状において、小田原市と神奈
川県で同水準のため。

特になし 特になし 061005

一般廃棄物処理業許可
申請に関する手数料（処
分業・収集運搬業）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条に基づく、許認可事務。処理業とし
て、収集運搬業の許可と処分業との許
可に区分。許可申請に係る手数料は、
市条例において、料金を決めている。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
７条に基づく、許認可事務。処理業とし
て、収集運搬業の許可と処分業との許
可に区分。許可申請に係る手数料は、
市条例において、料金を決めている。

南足柄市の手数料条例
の改正により、平成２９
年度以降両市とも同額
の手数料となるため、現
行どおりとする。

法令に基づく事務のため基本的
な事務処理に差異はなく、また
両市の手数料料金の水準も同
額のため。

特になし 特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて、市の責務とされている一般廃棄
物の収集・運搬及び処理について、市
処理施設に持込まれたもの等の処理を
行なう際に手数料を徴収する。

①ごみ持込料金
  家庭系及び事業系一般廃棄物のう
ち、自らが直接環境事業センターに持
込むもの

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
において、市の責務とされている一般廃
棄物の収集・運搬及び処理について、
市処理施設に持込まれたもの等の処理
を行なう際に手数料を徴収する。

①ごみ持込料金
  家庭系及び事業系一般廃棄物のう
ち、清掃工場及び最終処分場に持込む
もの

①ごみ持込料金
【手数料】
２５円（１kgにつき）
３０円（廃木材１kgにつき）
３，６００円（１㎥につき）
【減免】次の場合は免除とする。
（１）天災、火災等のり災によって発生し
たもの
（２）生活保護法による被保護者が排出
するもの
（３）市の公共用地、公共施設から排出
されるもの（ただし、企業会計、競輪事
業特別会計を除く）
（４）市が主催、共催、後援する行事等
により排出されるもの
（５）その他、上記(1)から(4)に準ずるも
の
（６）地区組織等がボランティア活動で収
集したもの
（７）本市域内において、県が直接収集
し、搬入したもの
（８）本市域内において、(財)かながわ海
岸美化財団が収集し、搬入したもの（協
定締済)

①ごみ持込料金
【手数料】
２４０円（１０kgにつき）
３６０円（粗大ごみ１０kg）
【減免】
(１)天災その他災害を受けたとき。　免
除
(２)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けているとき。　免除
(３)前２号に掲げるもののほか、特別の
理由があると市長が認めたとき。　２分
の１の減額又は免除
※ボランティア清掃などは（３）を適用

②ごみ特定料金
  事業系一般廃棄物のうち、市長が認
めるもの（上限は３００kg）

②ごみ特定料金
【手数料】
４０円（１kgにつき）
６，８００円（１㎥につき）
【減免】（申請に対する処分の審査基準
による）
・市が認定する１か月当たりの排出量が
１００kg以下の事業者については免除
・市が認定する１か月当たりの排出量が
１００kgを超え、３００kg 以下の事業者に
ついては、１００kgに相当する手数料を
免除

③ごみ特別料金
  市が臨時に収集し、運搬し、及び処分
するもの

③ごみ特別料金
【手数料】
４０円（１kgにつき）
６，８００円（１㎥につき）
【減免】
地区組織等がボランティア活動で収集し
たものは免除

【手数料】（１個につき）
○市の処理施設に持込まれたものを処
分するとき
  １，７００円

【手数料】（１個につき）
○市の処理施設に持込まれたものを処
分するとき
  １，２００円

○市が収集し、運搬し、及び処分すると
き
  ３，４００円

【減免】
野生動物等、特定の所有者のいないも
の

【減免】
野生動物等、特定の所有者のいないも
の

一般廃棄物の処理手数
料（大型ごみ処理手数
料、粗大ごみ収集運搬
に関する手数料）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おいて、一般廃棄物の処理における大
型ごみについては、ごみ集積場に排出
されると支障が生じることから、別途収
集運搬等の処理する際に係る手数料。

①大型ごみ
  一般家庭及びこれに準ずるものから
排出される大型ごみ（特定家庭用機器
再商品化法第２条第４項に規定する特
定家庭用機器を除く）を市が個別に収集
し、運搬し、及び処分するとき。容量が４
５ℓの袋に収納できないもののうち、幅、
高さ又は奥行きの長辺の長さが４ｍ以
下、３辺の長さの合計が５ｍ以下、重量
が１００㎏以下のものに限る。
②家電４品（収集）
  一般家庭から排出される特定家庭用
機器を市が個別に収集し、及び特定家
庭用機器再商品化法第１７条に規定す
る指定取引場所まで運搬するとき。

粗大ごみ収集運搬に関する手数料
特定家庭用機器、一般粗大、特定家庭
用機器（持込）

①粗大ごみ
  一般家庭から排出された規則で定め
る粗大ごみを市が戸別に収集し、運搬
し、及び処分するとき。
②家電４品（収集）
  一般家庭から排出された特定家庭用
機器再商品化法第９条の規定により小
売業者が引き取ることとなる特定家庭
用機器廃棄物以外のもの（同法第１９条
本文の規定に基づき、製造業者等から
料金の請求があるものについては、当
該料金の支払いがされたものに限る。）
を、市が戸別に収集し、及び指定引取
場所まで運搬するとき。

【手数料】（１個につき）
①大型ごみ
  １，０００円（上限２，０００円）
②家電４品（収集）
  ２，０００円（上限３，０００円）
【減免】
（１）天災、火災等のり災によって発生し
たもの
（２）生活保護法による被保護者が排出
するもの
（３）市の公共用地、公共施設から排出
されるもの（ただし、企業会計、競輪事
業特別会計を除く）
（４）市が主催、共催、後援する行事等
により排出されるもの
（５）その他、（１）から（４）に準ずるもの

【手数料】（１個につき）
①粗大ごみ
  １，２００円
②家電４品（収集）
  ２，４００円
【減免】
(１)天災その他災害を受けたとき。　免
除
(２)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けているとき。　免除
(３)前２号に掲げるもののほか、特別の
理由があると市長が認めたとき。２分の
１の減額又は免除

南足柄市の事務処理方
式を採用する。また、両
市間で取り扱いが異なる
家電４品の扱いについて
は、収集、受入れともに
実施する。

料金については、事務処理の対
価として適正な南足柄市の料金
を適用する。
また、料金を除き、両市間での
主な違いは、家電４品の取扱い
及び大型ごみの大きさの規定の
２点であるが、家電４品について
は、南足柄市の運用を引き継
ぎ、収集、受入れともに実施す
る。
なお、大型ごみの大きさの規定
については、合併後の市へ移行
する際に調整を図ることとする。

歳入増が見込まれる。

単価が上がることで、小田原市民の負
担が増すが、市民に対し、周知・説明
を十分に行うとともに、合併後の市に
おいて状況に応じ、見直し等の検討を
していく。
経費（委託料）が増となるが、歳入の
増、事務の効率化による経費の圧縮で
相殺する。

062008

産業廃棄物処分費用

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
１３条第２項の規定により、市が産業廃
棄物を処分する際、小田原市廃棄物の
減量化、資源化及び適正処理等に関す
る条例の規定により手数料を徴収す
る。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
１３条第２項の規定により、市が産業廃
棄物を処分する際、南足柄市廃棄物の
減量化、資源化及び適正処理等に関す
る条例の規定により手数料を徴収す
る。

【手数料】
５０円（１㎏につき）
８，７００円（１㎥につき）
【減免】
産業廃棄物は、条例の減免規定適用外

【手数料】
２４０円（１０㎏につき）

【減免】
一般廃棄物の処理手数料と異なり、条
例に減免できるとした規定は設けていな
い。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法律を根拠に、条例により規
定、運用している事務のため、
両市間で実施方法等に大きな
差異はないことから、現行のま
ま合併後の市に引き継ぎ、料金
については財源確保の観点か
ら小田原市の料金を適用する。

特になし 特になし 062009

062006

062007

両市の大きな差異は、動物専用
炉が有るか無いかに尽きること
から、動物専用炉を有する小田
原市の現行の事務処理を合併
後の市で引き継ぎ、手数料料金
についても、財源確保の観点か
ら小田原市の料金を適用する。

動物専用炉や慰霊碑等、ペッ
トを飼う市民感情への配慮が
可能となる。

処理する対象区域が広がること等か
ら、収集の場合、これまで以上に手間
がかかることが予測され、受入れ体制
をはじめ人件費等(委託料）経費の増
が予想されるが、事務の効率化等で経
費を抑える。また、類似団体を参考に、
受益と負担の観点から料金の見直しを
行う。

一般廃棄物の処理手数
料（ごみ）清掃手数料

小田原市の事務処理方
式を適用する。
ただし、小田原市の「②
ごみ特定」制度について
は廃止し、「③ごみ特別」
制度については引き継
ぐ。

料金については、料金単価の高
い小田原市の単価を適用する。
ただし、両市の制度の比較の中
で、南足柄市にない「②ごみ特
定」制度については、利用者間
でも不公平が生じていることか
ら廃止し、「③ごみ特別」制度に
ついては、市民サービスのた
め、引き継ぐ。

「②ごみ特定」制度を廃止す
ることにより、事業系ごみが
自己処理されることで、適正
化が図られる。
賦課事務（清掃手数料システ
ムへの入力、納付書の発行、
送付ほか）の効率化及び経費
の削減が図られる。
「②ごみ特定」制度の廃止に
伴い、事業者間の不公平が
解消される。

特定ごみを利用している事業者からの
不満が想定されるが、事業者に対し説
明し、理解を求める。

一般廃棄物の処理手数
料清掃手数料(小動物）

飼い主が処理すべきペット等の死体に
ついて、焼却及び埋葬を行う際に係る
手数料。また、所有者のいない野生動
物については、条例の規定に基づき、
料金を免除して同様に処理する。

飼い主が処理すべきペット等の死体に
ついて、焼却を行う際に係る手数料。ま
た、所有者のいない野生動物について
は、条例の規定に基づき、料金を免除し
て同様に処理する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】
○犬の登録（１頭につき）
  ３，０００円

【手数料】
○犬の登録（１頭につき）
  ３，０００円

○犬の狂犬病予防注射済票の交付（１
件につき）
  ５５０円

○犬の狂犬病予防注射済票の交付（１
件につき）
  ５５０円

○犬の鑑札の再交付（１件につき）
  １，６００円

○犬の鑑札の再交付（１件につき）
  １，６００円

○狂犬病予防注射済票の再交付（１件
につき）
  ３４０円

○狂犬病予防注射済票の再交付（１件
につき）
  ３４０円

○鑑札の引換え（１頭につき）
  １，６００円

【減免】
身体障害者補助犬の所有者その他市
長が特に必要があると認めるものにつ
いては手数料を免除することができる。

【減免】
次の各号のいずれかに該当するもの
は、手数料を徴収しない。
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和25年法律第
226号）第416条第３項又は第419条第８
項の規定による縦覧期間内において、
納税義務者から固定資産課税台帳の
閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

鳥獣飼養登録票交付等
手数料、鳥獣飼養許可
手数料

鳥獣保護法に基づき、愛がんのための
飼養・販売許可事務等を行う。

鳥獣保護法に基づき、愛がんのための
飼養・販売許可事務等を行う。

【手数料】（１羽・１世帯につき）
３，４００円
【減免】
(１)本市の住民で公費の援助又は扶助
を受けるために必要なもの
(２)生活保護法の適用を受けている者
から請求されたもの
(３)法令の規定により取り扱うもの
(４)国又は地方公共団体が必要とするも
の
(５)前各号に掲げるもののほか、市長が
特に必要と認めるもの

【手数料】（１羽・１世帯につき）
３，４００円
【減免】
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）第４１６条第３項又は第４１９条
第８項の規定による縦覧期間内におい
て、納税義務者から固定資産課税台帳
の閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

小田原市の事務処理方
式を適用する。

事務内容と手数料において、両
市に差異がなく、類似団体の状
況から適正な水準と考えられる
ため。

特になし 特になし 063007

一般廃棄物の処理手数
料（し尿）

小田原市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例第２１条に基
づき、一般廃棄物(し尿)の処理に係る手
数料を賦課・徴収する。

①くみ取り（定額料金）
 住民票がある一般家庭及びこれに準
ずるものから排出される場合で、世帯、
人員及び処理回数によるとき
②くみ取り（従量料金）
  住民票を持たない一般家庭及び事業
所から排出される場合で、①に規定す
る算出基準により難いとき
③くみ取り（超過料金）
  ①の場合であって規定の回数を超え
て処理を行うとき
④浄化槽清掃料金
  浄化槽の清掃を行うとき

南足柄市廃棄物の減量化、資源化及び
適正処理等に関する条例第２４条に基
づき、一般廃棄物(し尿)の処理に係る手
数料を賦課・徴収する。

①くみ取り（定額制）
  月１回のくみ取り（家庭用常設トイレに
適用）
②くみ取り（従量制）
  くみ取り量によって料金が決まる（くみ
取りが月２回以上、あるいは数か月に１
回程度か、仮設トイレに適用）

【手数料】
①１２０円（１世帯・１月につき）
    ２６０円（１人・１月につき）
②（３６Ｌにつき）
・一般家庭及びこれに準ずるもの
  ３１０円
・上記以外のもの
  ３６０円
③６８０円（１回につき）
④（３６Ｌにつき）
・一般家庭及びこれに準ずるもの
  ３２０円
・上記以外のもの
【減免】
生活保護受給者は免除

【手数料】
①１３０円（１世帯・１月につき）
    ２８０円（１人・１月につき）
②１３０円（１０Ｌにつき）

【減免】
生活保護受給者は免除

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

し尿収集のみ合併後の市で行
い、浄化槽汚泥は許可業者制と
する。単価は財源確保の面か
ら、高い南足柄市の水準とす
る。

特になし

浄化槽清掃手数料分が歳入減となる。
小田原市の、浄化槽法に基づく浄化槽
清掃業の許可事務、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律に基づく収集運搬
業(し尿)の許可事務、及び、浄化槽清
掃業の許可制への移行に向け、適切
な浄化槽清掃料金とするための浄化
槽の清掃手数料の改定作業が発生す
る。
新たに、市民と浄化槽清掃業者の間に
契約が必要となる。
浄化槽清掃業の許可制に向けた料金
体系の変更や、契約事務の補助など
を検討する。

063008

063006
狂犬病予防法に基づく事
務に係る手数料

狂犬病予防法に基づき犬の登録、鑑
札・注射済票の交付等の事務を行う。

狂犬病予防法に基づき犬の登録、鑑
札・注射済票の交付等の事務を行う。

南足柄市の事務処理方
式を適用する。
ただし、減免基準は次の
とおりとする。

【減免】
(１)法令の規定により、
無料で取扱いをしなけれ
ばならないもの
(２)本市の住民で、公費
の援助又は扶助を受け
るために必要なもの
(３)生活保護法の適用を
受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請
求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)前各号に規定するも
ののほか、市長が特に
免除する必要があると認
めたもの

事務内容は両市に差異がなく、
類似団体の状況から適正な水
準と考えられるが、転入の際に
行う鑑札の引換えは、類似団体
で行われておらず、南足柄市の
水準が類似団体の水準と同一
となるため。

転入の際に行う鑑札の引換
えを廃止することで、手数料
の種別が、類似団体の水準と
同一となる。

手数料収入が減少するため、減免基
準を変更する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

斎場使用料
小田原市斎場使用許可書に基づいた
斎場使用料

【使用料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要があると認める場合(火
葬対象者が生活保護対象者の場合)

新市の居住者について
は、市内居住者の使用
料を適用し、南足柄市居
住者の使用料を廃止す
る。

使用者の多い小田原市居住者
の使用料を適用することにより、
混乱が少ないため。
なお、新斎場の使用料などにつ
いては、平成３０年度に設置条
例を制定予定であり、協議会市
町村は同一水準の予定。

南足柄市民の負担減となる。 歳入減となる。 063010

斎場使用料納付証明書
発行手数料

申請に対し、斎場使用料を納付済であ
ることを証明する。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

手数料条例による、その他の証
明の手数料であり、事務処理の
対価として適切な料金であるた
め。

特になし 特になし 063011

化製場等に関する法律
に基づく動物の飼養手数
料

化製場等に関する法律第９条により、指
定された区域内で該当動物を飼養する
場合、動物の種類ごとに飼養施設の所
在地の都道府県知事の許可が必要で、
その許可申請に当たって審査手数料を
徴収する。

化製場等に関する法律第９条により、指
定された区域内で該当動物を飼養する
場合、動物の種類ごとに飼養施設の所
在地の都道府県知事の許可が必要で、
その許可申請に当たって審査手数料を
徴収する。

【手数料】（１件につき）
６，０００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
８，３９０円
【減免】
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)　生活保護法（昭和２５年法律第１４
４号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき。
(６)戸籍に関し、条例で定めるところによ
り無料で証明を行うことができる旨の法
律の規定に基づき、証明を請求するも
の
(７)別表１の項第１号イに規定する事項
について、地方税法（昭和２５年法律第
２２６号）第４１６条第３項又は第４１９条
第８項の規定による縦覧期間内におい
て、納税義務者から固定資産課税台帳
の閲覧請求があったとき
(８)前各号に規定するもののほか、市長
が特に免除する必要があると認めたも
の

南足柄市の事務処理方
式を適用する。
ただし、減免基準は次の
とおりとする。

【減免】
(１)本市の住民で公費の
援助又は扶助を受ける
ために必要なもの
(２)生活保護法の適用を
受けている者から請求さ
れたもの
(３)法令の規定により取
り扱うもの
(４)国又は地方公共団体
が必要とするもの
(５)前各号に掲げるもの
のほか、市長が特に必
要と認めるもの

類似団体の状況から適正な水
準と考えられるため。

特になし 特になし 063012

埋火葬に関する証明手
数料

申請に対し、小田原市斎場で火葬した
ことを証明する。（火葬時に申請の場合
は、分骨証明となる。）

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

手数料条例による、埋火葬に関
する証明の手数料であり、事務
処理の対価として適切な料金で
あるため。

特になし 特になし 063013

家屋の消毒手数料
家屋の消毒を行ったことにより徴収す
る。

【手数料】（１件につき）
３４０円（１６㎡まで）
※１㎡増すごとに２０円加算
【減免】なし

廃止
類似団体の手数料条例などに
規定されておらず、手数料徴収
が行われていないため。

特になし 特になし 063014

【手数料】（１件につき）
○浄化槽清掃業許可申請手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○浄化槽清掃業許可申請手数料
  ４，２００円

○浄化槽清掃業許可証再交付申請手
数料
  ５，０００円

○浄化槽清掃業許可証再交付申請手
数料
  ２，１００円

【減免】なし 【減免】なし

税額控除対象となる社
会福祉法人の証明に係
る証明手数料

税額控除対象法人として、租税特別措
置法施行令第２６条の２８の２第１項に
規定する要件を満たしている旨の証明
書を発行するための手数料

税額控除対象法人として、租税特別措
置法施行令第２６条の２８の２第１項に
規定する要件を満たしている旨の証明
書を発行するための手数料

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

両市の内容が同一であること、
対象者も限られており、今後の
証明発行が見込まれる件数も
僅少であること、全国的にも平
均的な手数料額であるため。

特になし 特になし 071015

りんどう会館施設使用料

りんどう会館の施設使用料徴収に関す
る事務は南足柄市社会福祉協議会へ
委託している。なお、施設使用料減免団
体の登録事務は市が行っている。

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。
小田原市に類似の施設がある
が、別の施設であるため。

利用者にとって不利益が生じ
ない。

特になし 071016

WiMAX（無線通信技術）
基地局設置使用料

りんどう会館屋上にアンテナを設置する
ことによる使用料と電気料の徴収事務。

【使用料】３２４，０００円
【電気料】１８７，６８０円
【減免】なし

現行どおりとする。

業者に県内で同様の市がある
か確認したところ、存在を確認
できなかったため、現行どおりと
する。

現行どおりなので、影響はな
い。

特になし 071017

生きがいふれあいセン
ター使用料

高齢者の生きがいづくりのための教養
講座や健康づくりに関する講習会、ス
ポーツ・レクリエーション活動、技能訓練
及び世代を超えた交流活動の場として
の施設である、生きがいふれあいセン
ターいそしぎの使用料である。

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。

利用者を高齢者に限定していな
いことから、使用料については
通常の施設と同様に徴収できる
と思われる。また、団体内の高
齢者の比率によって使用料が
減額されており、高齢者に配慮
した使用料設定も行っている。
類似団体と比較した場合、使用
料は高いとも低いとも言えない
ので、現行どおりとする。

移行事務が発生しない。

現行どおりのため、収入の増額や市民
サービスの向上は期待できないが、今
後の経済状況や建物の状態を勘案
し、使用料については検討を継続す
る。

071043

063022

浄化槽清掃業許可申請
手数料
許可証再交付申請手数
料

浄化槽法第３５条第1項の規定により浄
化槽清掃業の許可を受けようとする者
又はこれらの許可を受けた者で許可証
の再交付を受けようとする者の手数料

浄化槽法第３５条第1項の規定により浄
化槽清掃業の許可を受けようとする者
又はこれらの許可を受けた者で許可証
の再交付を受けようとする者の手数料

小田原市の事務処理方
式を適用する。

事務内容は法定事務のため両
市間において差異はなく、手数
料について小田原市の水準を
適用することにより、県内他市と
同等の水準となるため。
なお、南足柄市の手数料条例
の改正により、平成２９年度以
降両市とも同額の手数料とな
る。

特になし 特になし

9



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

独居老人等緊急通報シ
ステム事業に関する負
担金

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの
世帯で、要介護３以上の方を対象に、緊
急事態の発生を通報するシステム装置
を貸与する。なお、電話回線を使用し受
託者（現在は、セコム）に通報するため、
電話加入権を有していない者について
は、老人用電話を貸与する。

６５歳以上のひとり暮らし高齢者で、慢
性疾患等により日常注意を要する状態
にある方に対し、急病、災害等の緊急
時に迅速かつ適切な対応を図る緊急通
報システム機器を貸与し、負担金を徴
収する。

【負担金】無料
（機器点検のため月１００円程度の通信
料がかかる）

【負担金】
収入により、費用の１０％～３０％個人
負担。
【費用負担割合】
・市民税世帯非課税かつ老齢福祉年金
及び生活保護受給者・市民税世帯非課
税者：負担割合０％
・市民税本人非課税者：負担割合１０％
・市民税課税者のうち合計所得２００万
円未満：負担割合２０％
・市民税課税者のうち合計所得２００万
円以上：負担割合３０％

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】無料
（機器点検のため月１００
円程度の通信料がかか
る）

在宅で生活されている介護が必
要な高齢者の負担軽減を図る
ため、負担金を徴収しない小田
原方式を適用する。

利用者の負担が軽減される。
市の財政負担が増大するため、利用
者の要件を見直し、システム利用に係
る支出を抑制する。

072022

通所介護事業

通所介護事業（特別会計）平成１２年４
月開所。介護保険法に基づき、要介護
（要支援）認定者へ、特に機能訓練に重
点をおいた通所介護サービスを提供す
る。

【負担金】別添資料参照
【減免】
生活保護者は福祉課の発行する生活
保護法介護券により自己負担免除。

当面は実施するが、合
併前に事業の存続の可
否を改めて検討する。

平成２７～２８年度に南足柄市
通所介護事業所のあり方の検
討（継続・廃止を含む）した結
果、南足柄市内にリハビリに特
化した事業所が充足されていな
い点と継続を希望する利用者・
関連団体が多く継続を決定して
いるが、合併前に改めて存続の
可否を検討する。

当面は現利用者へのサービ
スが維持できる。

特になし 072023

介護保険料
小田原市の第1号被保険者に係る介護
保険料

南足柄市の第1号被保険者に係る介護
保険料

【保険料】年額６０，７２０円（基準額）
【所得段階数】１３段階
【最高料率】２．１
【減免】
公費による低所得者の保険料軽減の実
施、被災者等に係る保険料減免の実施

【保険料】年額５４，７００円（基準額）
【所得段階数】１１段階
【最高料率】２．０
【減免】
公費による低所得者の保険料軽減の実
施、被災者等に係る保険料減免の実施

新たな保険料水準（単
価・所得段階数・最高料
率）を設定する。保険料
減免については、小田原
市の対象範囲を適用す
る。
なお、合併の時期として
想定を置いている平成３
２年度は、保険料等につ
いて３年ごとに定める介
護保険事業計画の第７
期の最終年度となること
から、年度中途の合併と
なる場合には、当該年度
のみ予め小田原市で定
めた保険料となることも
ある。

保険料の水準は、介護保険事
業計画期間（３年間）の被保険
者数とサービスに係る費用見込
額から算定されるものであるの
で、両市の被保険者数及び
サービスに係る費用見込額の
合計額から、新たな保険料水準
を設定する。
保険料の減免については、減免
対象範囲が小田原市の方が広
いことを鑑み、小田原市の対象
範囲を適用する。

制度運営に必要十分な水準
で保険料水準を設定できる。

介護保険事業計画策定時に、あらかじ
め水準を設定する必要がある。なお、
策定時期は、第７期（平成３０～３２年
度）が平成２９年度、第８期（平成３３～
３５年度）が平成３２年度となる。

072024

家族介護用品支給事業
利用者負担金

要介護３以上の市民税非課税世帯の方
（同一住所に課税世帯の親族がいない
等）で、１人で排尿又は排便が困難な寝
たきりや認知症の方に紙おむつ等の日
常生活介護用品を支給し、１割は利用
者負担として、利用者から指定業者へ
支払う。

（要介護３以上の在宅で生活している高
齢者を介護している家族に対し、介護保
険の給付対象外となっている介護用品
を支給している（業務委託）が、利用者
負担金は徴収していない。）

【負担金】
紙おむつ等の介護用品支給額の１０％
（年間購入費用は６５，０００円が限度）

廃止
利用者負担を伴わない小田原
市の事務処理方式を適用する
ため。

特になし 特になし 072049

重度障がい者訪問入浴
サービスに関する負担
金

在宅での入浴が困難な重度身体障が
い者に対して、巡回入浴者で利用者宅
を訪問して入浴サービスを実施して、心
身機能の維持向上と介護家族の負担
軽減を図る。

（利用者は直接事業所に利用料の１割
分を支払い、利用料の残りを小田原市
が扶助費で事業所に支払う）

【負担金】
利用者及びその扶養義務者のうち市町
村民税又は所得税の税額が最も高い
者の課税状況により要綱で定めた階層
区分に応じた額を負担。
Ａ：生活保護被保護者　０円
Ｂ：市町村民税非課税者　０円
Ｃ１：前年度所得税非課税者のうち市町
村民税均等割のみ課税者　５０円／１回
Ｃ２：前年度所得税非課税者のうち市町
村民税所得割課税者　１００円／１回
Ｄ１～Ｄ１４：前年度所特税課税者　年税
額により１５０円～全額負担（１０，５００
円）１４段階に区分

廃止

小田原市の同事業（利用者が
直接事業所に支払う）と統合す
る。市民への影響はなく、事務
が軽減されるため。

自己負担分を直接事業所に
支払うことにより、市の事務が
軽減される。

特になし 073015

障害児通園施設使用料

障害児発達支援事業所として、肢体不
自由児・発達障がい児もしくは早期支援
を必要とする児等の就学前の児童を受
け入れ、母子同伴の療育を行う。

児童福祉法に基づく指定障害児通所支
援事業所（多機能型事業所）として、児
童福祉法の児童発達支援、放課後等デ
イサービスを提供する。

【使用料】
児童福祉法第２１条の５の３第２項第１
号の規定に基づき児童発達支援に通常
要する費用につき厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額の１割。
【負担上限額】
生活保護世帯・市民税非課税世帯　０
円
市民税所得割２８万円未満　４，６００円
市民税所得割２８万円以上　３７，２００
円
※住民票上の世帯全員の収入・課税状
況で算定。

【使用料】
児童福祉法第２１条の５の３第２項第１
号の規定に基づき児童発達支援に通常
要する費用につき厚生労働大臣が定め
る基準により算定した費用の額の１割。
【負担上限額】
生活保護世帯・市民税非課税世帯　０
円
市民税所得割２８万円未満　４，６００円
市民税所得割２８万円以上　３７，２００
円
※住民票上の世帯全員の収入・課税状
況で算定。

現行どおりとする。
児童福祉法に基づく事務である
ため。

特になし

事業所規模の違いによる利用者負担
額の違いが出る。
職員等の配置状況に違いがあるた
め、事業所間のサービス格差が生じ
る。
小田原市は放課後等デイサービスを
実施していないため地域格差が生じ
る。
対応策としては、対象者（地域）の見直
しや、放課後等デイサービスの実施ま
たは廃止の検討をする。

073016
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

高齢者予防接種負担金 取扱医療機関が接種者から徴収する。 取扱医療機関が接種者から徴収する。

【負担金】（同一の者につき１回のみ）
○高齢者インフルエンザ
  平成２７年度は１，５００円
  平成２８年度は１，７００円
○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
  ３，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
中国残留邦人等の支給給付を受給して
いる者は申請により免除。

【負担金】（同一接種１回まで）
○高齢者インフルエンザ
  平成２７年度は１，５００円
  平成２８年度は１，７００円
○高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
  ３，０００円
【減免】
生活保護世帯、中国残留邦人等の支援
給付を受給している者は申請により免
除。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】（同一の者につ
き１回のみ）
○高齢者インフルエンザ
  １，７００円
○高齢者肺炎球菌ワク
チン予防接種
  ３，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、中国残
留邦人等の支給給付を
受給している者は申請に
より免除。

減免対象者の範囲が小田原市
の水準の方が広いため。

南足柄市民の公費負担対象
者が多くなり、接種者が増え
ると思われる。
ワクチンを接種することにより
重症化しにくくなり、医療費の
増加が防げる。

市の財政負担が増えるが、他事業の
見直しによる歳出削減または予防接種
自己負担額を高くする。

074023

胃がん検診負担金
集団検診で行う際に、検診実施機関が
受診者から徴収する。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】１，４００円

【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】
  集団検診１，５００円
  医療機関３，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】
  集団検診１，４００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

胃がん検診については、今後、
国の指針である内視鏡検査導
入を視野に入れ検討し、当面は
南足柄市のバリウムの個別検
診を実施しないことで経費を抑
える代わりに、南足柄市では新
たに未実施の胃がんリスク検診
を実施し、内容の充実を図る。
自己負担額は、類似団体の状
況を鑑み小田原市の金額を適
用する。

両市の住民とも、従前の自己
負担額以内で検診を受けるこ
とができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民の免除対象年齢を引き下
げることで、全体的に事業費が増える
ことが考えられる。
南足柄市民にとって、減免対象が狭ま
る。

074024

胃がんリスク検診負担金 検診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳の者、６５歳から６９歳ま
での者で後期高齢者医療被保険者証を
持参した者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳の者、６５歳から
６９歳までの者で後期高
齢者医療被保険者証を
持参した者は免除。

リスク検診を含む胃がん検診に
ついては、国の指針である内視
鏡検査導入を視野に入れて検
討し、当面は南足柄市のバリウ
ムの個別検診を実施しないこと
で経費を抑える代わりに、南足
柄市では新たに胃がんリスク検
診を実施し、内容の充実を図
る。

小田原市民は、従前と同じ負
担額で受けられる。

特になし 074025

肺がん検診負担金
個別検診で行う際に、検診実施機関が
受診者から徴収する。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】５００円、喀痰検査＋６００円

【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】
  レントゲン９００円
  喀痰検査＋１，３００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】
  ５００円、
  喀痰検査＋６００円（個
別検診、集団検診とも
に）
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に経費も削減する。

南足柄市民は従前より安価
で検診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民の免除対象年齢を引き下
げることで、全体的に事業費が増える
ことが考えられる。
南足柄市民にとって、減免対象が狭ま
る。

074026

大腸がん検診負担金
個別検診で行う際に、検診実施機関が
受診者から徴収する。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】９００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】７００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】
  個別検診９００円
  集団検診７００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に経費も削減する。

小田原市民は従前と同額で
検診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民に対する個別検診の自己
負担額が上がり、サービスの低下とな
る。
南足柄市民にとって減免対象が狭ま
る。

074027

乳がん検診負担金

集団及び個別検診で行う際に、検診実
施機関が受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
４０歳以上の女性。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
３０歳以上の女性。

【負担金】
  視触診のみ９００円
  マンモグラフィ併用：個別検診２，６００
円、集団検診２，５００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】
  視触診のみ９００円（３０～３９歳）
  視触診・マンモグラフィ２，５００円（４０
歳以上）
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】
  視触診のみ９００円
  マンモグラフィ併用：個
別検診２，６００円、集団
検診２，５００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

対象者、利用者の多い小田原
市の実施方法を適用する。

小田原市民は従前と同額で
検診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民は対象年齢、自己負担額
が上がり、サービスの低下となる。
南足柄市民にとって減免対象が狭ま
る。

074028
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

子宮がん検診負担金
集団及び個別検診で行う際に、検診実
施機関が受診者から徴収する。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】
  頚部のみ：個別検診１，６００円、集団
検診１，１００円
  体部追加：個別検診のみ＋１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】１，８００円

【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の実施方法を
適用するが、体部細胞
診を廃止する。免除対象
者は、小田原の水準とす
る。
【負担金】（頚部のみ）
  個別検診１，６００円
  集団検診１，１００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

対象者、受診者の多い小田原
市の実施方法を適用する。
体部細胞診は廃止し、小田原市
の水準を下げることで、国の指
針に合わせるとともに、財政負
担を軽減する。

南足柄市民は、従前より安価
で検診を受けることができ、
サービスが向上する。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民の負担額及び免除対象年
齢を引き下げることで、全体的に事業
費が増えることが考えられる。
南足柄市民にとって、減免対象が狭ま
る。

074029

前立腺がん検診負担金

個別検診で行う際に、検診実施機関が
受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
５０歳以上の男性。

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
４０歳以上の男性。

【負担金】１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】１，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に、対象年齢や自己負担額は
小田原市の水準に合わせ経費
も削減する。

小田原市民は従前と同額で
検診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民は負担額が上がりサービ
ス低下となる。
南足柄市民にとって減免対象が狭ま
る。

074030

肝炎ウイルス検査負担
金

個別検診で行う際に、検診実施機関が
受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
４０歳の者及び４１歳以上で市の肝炎ウ
イルス検査の受診機会を逃した者

集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。
対象は、市内に住所を有する当該年度
４０歳以上の者。

【負担金】１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

【負担金】１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護世帯、７５
歳以上の者、身体障害者手帳１～２級、
精神保健福祉手帳、療育手帳Ａ1、Ａ２、
福祉医療証、被爆者手帳を持っている
者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】１，２００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に経費も削減する。

南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民の免除対象年齢を引き下
げることで、全体的に事業費が増える
ことが考えられる。
南足柄市民にとって、減免対象が狭ま
る。

074031

特定健康診査負担金 健診実施機関が受診者から徴収する。
集団検診及び医療機関で行う際に、検
診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、当該年度７０歳以
上の者、６５歳から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者証を持参した者
は免除。

【負担金】１，５００円
【減免】
市民税非課税世帯は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、当
該年度７０歳以上の者、
６５歳から６９歳までの者
で後期高齢者医療被保
険者証を持参した者は
免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に、経費を削減する。
健診内容を小田原市の水準に
高めるので、自己負担額も小田
原市の金額を適用する。

小田原市民は従前と同額で
健診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象が広
がり、サービスが向上する。

南足柄市民は負担額が上がりサービ
ス低下となる。

074032

健康診査負担金 健診実施機関が受診者から徴収する。 健診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、当該年度７０歳以
上の者、６５歳から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者証を持参した者
は免除。

【負担金】１，５００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７５歳以上の者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用した個別検診に
加え、集団検診も実施す
る。
【負担金】２，０００円
【減免】
市民税非課税世帯、当
該年度７０歳以上の者、
６５歳から６９歳までの者
で後期高齢者医療被保
険者証を持参した者は
免除。

一部南足柄市の実施方法を適
用し、受診環境を改善するととも
に経費も削減する。

小田原市民は従前と同額で
健診を受けることができる。
南足柄市民の免除対象年齢
が下がり、サービスが向上す
る。

南足柄市民は負担額が上がりサービ
ス低下となる。

074033

成人歯科健康診査負担
金

健診実施機関が受診者から徴収する。

【負担金】１，３００円
【減免】
市民税非課税世帯、生活保護受給者、
当該年度７０歳以上の者、６５歳から６９
歳までの者で後期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】１，３００円
【減免】
市民税非課税世帯、生
活保護受給者、当該年
度７０歳以上の者、６５歳
から６９歳までの者で後
期高齢者医療被保険者
証を持参した者は免除。

健康増進計画の２大プロジェク
トの一つとして位置づけられて
いるため。

小田原市民は、従前と同じ負
担額で受けられる。
南足柄市民にとってサービス
の向上につながる。

特になし 074034

訪問看護利用料

訪問看護ステーション事業（特別会計）
平成６年４月に開所。訪問看護ステー
ションは県内で約５６０か所あるが、公
立は当事業所のみ。医師の指示に基づ
き看護師・理学療法士などが在宅で療
養している利用者宅を訪問する。訪問
看護に係る利用料を徴収する。

【利用料】
介護保険法、高齢者医療確保法、健康
保険法に基づく料金
【減免】
特定疾患者は所得による段階料金　無
料の場合も有。生活保護は無料。

南足柄市域に民間事業
所が進出した時点で廃
止。

現在、民間事業所は地域区分
適用外の南足柄市を避け、小田
原市側に事業所を設置し、南足
柄市の人口密集地のみ訪問を
する状況である。合併すれば南
足柄市区域も地域区分適用地
域になるので、民間事業者が進
出し訪問看護ステーションがな
いという事態が解消されると思
われる。

正職員（看護師３名）の他事
業への転用。事業を廃止した
場合、開いたスペースの他事
業への活用。

特になし 074035
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保健センター使用料
小田原市保健センターの会議室等使用
料に係る使用料

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。
類似団体と比較しても、差がな
いため。

特になし
現行どおりのため、収入の増額や市民
サービスの向上は期待できない。

074036

【手数料】（１件につき）
○往診に係る自動車使用料
  ５００円（片道２kmまで）
※２km増すごとに２００円加算した額に
１０８／１００を乗じて得た額

○診断書料手数料
  １，６２０円

○死亡診断書料手数料
  ３，２４０円

○特殊診断書料手数料
  ４，３２０円

○証明書手数料
  ６４０円

○特殊証明書手数料
  ２，１６０円

○死体処置料
  ３，２４０円

○介護保険要介護認定に係る主治医
意見書作成手数料
  ５，４００円（在宅新規）
  ４，３２０円（在宅継続及び施設新規）
  ３，２４０円（施設継続）
【減免】なし

国民健康保険料（税） 国民健康保険料を賦課し、徴収を行う。 国民健康保険税を賦課し、徴収を行う。

【保険料】
○医療分＋支援分＋介護分
  １０２，７７６円
○医療分＋支援分９２，１２５円
【賦課方式】
所得割・均等割・平等割の３方式
【賦課割合】
所得割５５：均等割３０：平等割１５
（条例で規定）

【基準総所得金額】（一人当たり）
８１８，０６９円

【保険料】
○医療分＋支援分＋介護分
  １０８，３８７円
○医療分＋支援分１０１，１６８円
【賦課方式】
所得割・均等割・平等割の３方式
【賦課割合】
所得割５０：均等割３０：平等割２０
（賦課割合については条例で定めてい
ないが、現在の税率を算定した際の割
合は上記のとおり）
【基準総所得金額】（一人当たり）
７００，３６０円

小田原市の事務処理方
式をベースとした方式を
適用する。
①「保険料」とする。
②賦課方式は３方式、賦
課割合（条例で規定）は
所得割５５：均等割３０：
平等割１５とする。
③両市の加重平均の一
人当たり保険料を適用す
る。

①厚生省による「国民健康保険
税の保険料移行に関する検討
会報告書」（平成１１年）では、国
民健康保険制度は給付と負担
が対応関係を有し、その財源は
本来保険料により求めるべきと
しており、税から料への移行を
推奨していることから「保険料」
とする。
②県の標準的方式である３方式
とする。比較的低所得及び多扶
養世帯が多い両市の実情に即
すため、小田原市の賦課割合を
適用する。
③法定外繰入金等の増減がな
い規模で新市へ移行するため、
両市の加重平均の一人当たり
保険料を適用する。

①低所得者層など納付困難
者の滞納累積を抑制し、制度
運営に必要な現年度分を重
視した取り組みをするために
は、料のサイクルの方が適し
ている。料への移行を推奨す
る国の考え方に合致し、国保
制度改革上も料の方が望まし
い。「料」という名称・方式を採
るため、被保険者に給付と負
担の対応関係が理解されや
すい。また、地方自治体が保
険者として運営する後期高齢
者医療保険と介護保険が料
方式であるため、保険料の方
が被保険者に対する説明も
容易である。
②所得割より均等割＋平等
割の割合を低く設定すること
で、低所得及び多扶養世帯
の保険料を抑えることができ
る。
③政策的に保険料負担緩和
を行っているものの、法定外
繰入金等の増減のない規模
で新市に移行させることがで
きる。

①徴収権の優先順位が税よりも低い
ため、税担当課と密に連携をとり徴収
事務にあたることにより、実務において
その差異は圧縮できているものと考え
られ、大きな影響を与えるものではな
い。
②所得割の割合を高く設定しているた
め、中間所得者層以上にとっては保険
料の負担感が増す可能性がある。
③特になし

075010

後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療険料の賦課（徴収方
法・期割額の決定）・徴収を行う。

後期高齢者医療保険料を賦課（徴収方
法・期割額の決定）・徴収を行う。

【保険料】（平成２８・２９年度保険料率）
  均等割額４３，４２９円
  所得割率８．６６％
【減免】
神奈川県後期高齢者医療広域連合後
期高齢者医療に関する条例に定められ
た者（災害・給付制限・所得減少など）

【保険料】（平成２８・２９年度保険料率）
  均等割額４３，４２９円
  所得割率８．６６％
【減免】
神奈川県後期高齢者医療広域連合後
期高齢者医療に関する条例に定められ
た者（災害・給付制限・所得減少など）

現行どおりとする。
神奈川県後期高齢者医療広域
連合が定めた県内均一の保険
料率であるため。

特になし 特になし 075011

国民健康保険料（税）の
減免対象

対象となる世帯に対し、国民健康保険
料を減免する。

対象となる世帯に対し、国民健康保険
税を減免する。

【減免】別添資料参照
①災害により障害者となった者
②災害により住宅等が損害を受けた者
③事業の休廃止、事業不振、失業等に
より所得が減少した者
④収容・拘禁されている者
⑤旧被扶養者に該当する者
⑥その他市長が必要と認める者

【減免】別添資料参照
①災害により住宅等が損害を受けた者
②３箇月以上の長期にわたる疾病又は
負傷により医療費が増加し、かつ収入
が少ない者
③失業、事業不振、疾病等により収入
が減少した者
④低収入世帯
⑤収容・拘禁されている者
⑥旧被扶養者に該当する者
⑦その他市長が必要と認める者

神奈川県が策定した減
免基準モデルを基に、新
たな減免要綱を定める。
【減免】
①災害により住宅等が
損害を受けた者
②事業の休廃止、事業
不振、失業等により収
入・所得が減少した者
③長期にわたる疾病又
は負傷をした者
④収容・拘禁されている
者
⑤旧被扶養者に該当す
る者
⑥その他市長が必要と
認める者

両市の減免対象に違いがある
ので、より適正な減免基準とす
るため、両市の減免要綱を見直
し、新たな減免要綱を定める。

減免基準については、両市の
減免要綱を見直し、神奈川県
が策定した減免基準モデルを
基に新たな要綱を作成するこ
とで、より適正なものとなる。
恒常的な低収入世帯を減免
対象としないため、減免額を
抑制できる。（低収入世帯に
対しては、法定軽減の適用が
あり、既に保険料(税)の減額
がなされている。毎年、法定
軽減の基準額は拡大されて
いる。）

特になし 075012

診療報酬等病院で徴収
する費用

小田原市立病院における診療報酬その
他の費用の徴収

【手数料等】別添資料参照
【減免】
診療報酬等を納付する資力がないと認
める者その他特別の事情があると認め
る者

現行どおりとする。

合併後の市の事務事業を円滑
に進めるためには現行のとおり
継続することが適当であるた
め。

特になし 特になし 076005

075009
片浦診療所（直診施設）
運営管理事務に関する
使用料、手数料

往診のために車を使用した場合や診断
書等の請求があった場合などは、該当
する使用料・手数料を徴収する。

現行どおりとする。
小田原市立病院の額を参考に
設定しており、適正規模のた
め。

特になし 特になし

13



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名
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こどもセンター使用料

児童の健全な心身の育成を図るととも
に、子育て支援を積極的に推進するた
め、南足柄市こどもセンターを設置す
る。

【使用料】（１時間につき）
○工芸室  ３００円
○テニスコート  ３００円
○体育館
  （全面）４００円、（半面）２００円
【減免】
特に必要と認めるときは、使用料を減免
することができる。

廃止
南足柄市において、平成２８年
度中に用途廃止に向けて手続
きを行うため。

特になし 特になし 081011

未熟児養育医療費助成
事業に関する負担金

未熟児養育医療の給付を受ける保護者
及び扶養義務者の世帯の階層区分に
より負担金を徴収する。

未熟児養育医療の給付を受ける保護者
及び扶養義務者の世帯の階層区分に
より負担金を徴収する。

【負担金】別添資料参照 【負担金】別添資料参照 現行どおりとする。

母子保健法に基づく事務（法定
受託事務）であり、見直しの余
地はない。なお、自己負担金に
ついては、小児医療費助成事業
で負担しており、自己負担金を
増額しても財政上のメリットはな
い。

特になし 特になし 081012

助産施設委託事業に関
する負担金

保健上の必要があるにもかかわらす、
経済的な理由により、入院助産を受け
ることができない妊産婦を助産施設に
措置した場合の自己負担金。

保健上の必要があるにもかかわらす、
経済的な理由により、入院助産を受け
ることができない妊産婦を助産施設に
措置した場合の自己負担金。

【負担金】
児童福祉法による児童入所施設措置費
等国庫負担金について（平成１１年４月
３０日厚生省発児第８６号）の規定によ
る。

【負担金】
児童福祉法による児童入所施設措置費
等国庫負担金について（平成１１年４月
３０日厚生省発児第８６号）の規定によ
る。

現行どおりとする。

児童福祉法に基づく事業であ
り、両市の取扱いは同一で、国
庫負担基準に則して実施してい
る。類似団体の取扱いも同様で
あるため、現行どおりとする。

特になし 特になし 081013

ひとり親家庭等日常生活
支援事業に関する負担
金

ひとり親家庭において、生活の激変、技
能取得のための通学、就職活動、傷
病、冠婚葬祭の場合に一時的な生活援
助(調理、清掃、買物)又は保育サービス
を提供したときの自己負担金。

母子・寡婦・父子家庭に修学等の自立
を促進するために必要な事由や疾病な
どの事由により、生活援助、保育サービ
スが必要な場合又は生活環境等の激
変により、日常生活を営むのに支障が
生じている場合に、家庭生活支援員を
派遣した際の自己負担金。

【負担金】（児童扶養手当支給水準の世
帯）
負担割合１割（子育て支援１時間７０
円、生活援助１時間１５０円）
【減免】
生活保護世帯又は市民税非課税世帯
負担割合なし

【負担金】（児童扶養手当支給水準の世
帯）
負担割合１割（子育て支援１時間７０
円、生活援助１時間１５０円）
【減免】
生活保護世帯又は市民税非課税世帯
負担割合なし

現行どおりとする。
国補助要綱により実施している
事業であり、両市の水準に差異
はないため。

特になし 特になし 081014

母子生活支援施設入所
措置事業に関する負担
金

配偶者のいない女子等であって、監護
すべき児童の福祉に欠ける場合におい
て、当該女子等及び児童を母子生活支
援施設に措置した場合の自己負担金。

配偶者のいない女子等であって、監護
すべき児童の福祉に欠ける場合におい
て、当該女子等及び児童を母子生活支
援施設に措置した場合の自己負担金。

【負担金】
児童福祉法による児童入所施設措置費
等国庫負担金について（平成１１年４月
３０日厚生省発児第８６号）の規定によ
る。

【負担金】
児童福祉法による児童入所施設措置費
等国庫負担金について（平成１１年４月
３０日厚生省発児第８６号）の規定によ
る。

現行どおりとする。

児童福祉法に基づく事業であ
り、両市の取扱いは同一で、国
庫負担基準に則して実施してい
る。類似団体の取扱いも同様で
あるため、現行どおりとする。

特になし 特になし 081015

保育料

子ども・子育て支援法第２７条第３項第
２号、第２８条第２項各号、第２９条第３
項第２号、第３０条第２項各号及び附則
第９条第１項各号に掲げる政令で定め
る額を限度として市が定める額並びに
法附則第６条第４項の規定により徴収
する費用の額。

子ども・子育て支援法第２７条第３項第
２号、第２８条第２項各号、第２９条第３
項第２号、第３０条第２項各号及び附則
第９条第１項各号に掲げる政令で定め
る額を限度として市が定める額並びに
法附則第６条第４項の規定により徴収
する費用の額。

【料金】別添資料参照
【減免】
・生活保護  免除
・災害損失・保護者等の疾病や死亡で
支払いが困難な場合  減額または免除

【料金】別添資料参照
【減免】
災害損失・失業・廃業・疾病等で所得が
著しく減少し支払いが困難な場合

１号認定（幼稚園）は南
足柄市（国基準）の水準
を適用する。
２号認定及び３号認定
（保育所等）は小田原市
水準を基礎に新たな水
準に再編する。
（別添資料参照）

１号認定：現在小田原市の就園
奨励費は市単独施策を含む７
階層から国基準の５階層に見直
しされている。
２号及び３号認定は両市ともに
国第８階層に当たる階層設定が
なく、近隣市より水準が低いた
め適正化を図る。

受益と負担の適正化が図ら
れ、歳入増につながる。
近隣市との均衡が図られる。

行政側としては適正化であるが、実質
利用者負担の増となるため、市民の負
担感が増す。
保育所整備など待機児童対策を進め
る。

081016

延長保育料
公立保育所の利用者が保育標準時間
や保育短時間の認定時間を超えて保育
の提供を受けた場合に発生する利用料

公立保育所の利用者が保育標準時間
や保育短時間の認定時間を超えて保育
の提供を受けた場合に発生する利用料

【料金】３０分２００円
【減免】生活保護被保護世帯

【料金】３０分５００円
【減免】生活保護被保護世帯

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【料金】３０分２００円
【減免】生活保護被保護
世帯

保育所数及び利用者数が多く、
類似団体と比較して水準が近
い、小田原市の水準を適用す
る。

新市における旧南足柄市域
の施設利用者にとってサービ
スの利用がしやすくなる（民間
保育所が公立との均衡を図る
ことにより、民間保育所の利
用者も延長保育を利用しやす
くなる可能性がある）。

歳入減となる。 081073

放課後児童健全育成事
業に関する負担金

「小田原市放課後児童クラブ事業運営
要綱」に基づき、労働等により、放課後
保護者のいない家庭の児童の健全育
成を図ることを目的として実施している
放課後児童クラブの運営に必要な財源
として保護者負担金を賦課・徴収してい
る。
（市の直営方式）

【負担金】
○基本月額  ７，０００円
○延長時間帯負担額（１８時～１８時３０
分）  １回につき１００円
○保険料負担額（年額）  ８００円
【減免】
生活保護受給世帯、就学援助認定世帯

（労働等により、放課後保護者のいない
家庭の児童の健全育成を図るため、放
課後児童健全育成事業を運営している
学童保育所（保護者会が運営、一部ＮＰ
Ｏへ委託）に市が補助金を助成。保護
者の負担金は学童保育所が徴収）

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】
○基本月額  ７，０００円
○延長時間帯負担額（１
８時～１８時３０分）  １回
につき１００円
○保険料負担額（年額）
８００円
【減免】
生活保護受給世帯、就
学援助認定世帯

保護者負担金の金額や免除要
件等の取扱いを小田原市の水
準に合わせる。

小田原市民は負担増なく、南
足柄市民は負担減の恩恵を
受け、現状の水準を維持した
サービスを提供できる。

南足柄市の負担金（利用料）との差額
分と免除要件の統一による補てん分
の経費が増加する。
小田原市と同様の直営方式に変更す
る。

082012

勤労会館使用料
地域勤労者の福祉の増進を図るため、
勤労者会館を設置する。

無料 廃止

老朽化及び耐震化のため、平
成２８年９月末を持って休館し、
平成２９年６月１日をもって廃止
する予定である。

耐震診断費・改修費、リ
ニューアル工事費及びランニ
ングコストが削減できる。

勤労者の活動拠点がなくなり、高額な
除去費がかかるが、別施設に一部の
機能を移転し、除去費については除去
債を見込むとともに、更地の売却を検
討し、費用の一部を回収する。

091008

計量法に基づく事務に係
る手数料

計量法に基づき、特定計量器（はかり）
の定期検査や、特定計量器を商取引や
証明行為に使用する事業者への立入
検査等を通じ、市域の適正計量の確
保・普及を図る。

【手数料】別添資料参照
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であり、県内
同一料金であるため。

市内業者の法令の遵守が図
られる。

市域拡大により、委託業者への委託料
が増すが、検査順序等で効率の良い
ものとなるような組み立てを検討する。

091009

農業振興施設使用料
（小田原市梅の里セン
ター、小田原市いこいの
森、足柄森林公園丸太
の森）

梅の里センター（指定管理者：JV トータ
ルライフサービス・小田原食とみどり）、
いこいの森（指定管理者：小田原市森林
組合）の施設の使用者に対して、指定
管理者が利用料金の徴収、減免及び還
付に関する業務を行う。

施設利用者から使用料を徴収する。
【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。
各施設で現行の使用料や減免
を決定した経緯を考慮する。

見直しに係る事務の負担が
軽減されるほか、現利用者が
混乱することなく継続利用で
きる。

特になし 093013
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農用地証明書発行手数
料

申請者から申請のあった筆が農振農用
地に該当することを証明する証明書の
発行を行うと共に、発行手数料を徴収す
る。

申請者から申請のあった筆が農振農用
地に該当することを証明する証明書の
発行を行うと共に、発行手数料を徴収す
る。

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】
本市の住民で公費の援助又は扶助を
受けるために必要なとき

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】次の場合は免除とする。
(１)法令の規定により、無料で取扱いを
しなければならないもの
(２)本市の住民で、公費の援助又は扶
助を受けるために必要なもの
(３)生活保護法（昭和25年法律第144
号）の適用を受けている者から請求が
あったとき
(４)官公署から公務上請求があったとき
(５)公用で使用するとき
(６)そのほか、市長が特に免除する必要
があると認めたもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

既存の方式を継続することによ
り、混乱の軽減を図る。また、手
数料収入の増加が見込めるた
め。

手数料収入が増加する。
南足柄市域について、住民負担が増
加する見込みのため、土地所有者に
説明が必要となる。

093014

協力協約締結箇所整備
における所有者負担金

森林整備において協力協約締結箇所整
備での所有者負担金

【負担金】
協力協約事業において実施する作業道
等整備を市が施工した場合の所有者の
所有者負担分相当
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】
協力協約事業において
実施する作業道等整備
を市が施工した場合の
所有者の所有者負担分
相当
【減免】なし

南足柄市で該当する事業がな
いため。

特になし 特になし 093017

青果市場施設使用料
青果市場施設使用料を市場施設使用
者から徴収する。

【使用料】
○卸売業者市場使用料
  その月の卸売金額の１，０００分の２．
５
○会議室（１時間につき）  １，０８０円
○卸売場（１㎡・１月につき）  １２０円
○業者事務所（１㎡・１月につき）  ５０７
円
○倉庫（１㎡・１月につき）  ２０４円
○冷蔵庫一式（１月につき）  ９０，７２０
円
○売店（１㎡・１月につき）  ３８８円
【減免】
公用又は公共の用に供するため使用す
るとき。緊急事態の発生により、応急施
設として短期間使用させるとき。災害に
よって使用施設を使用できないとき。

現行どおりとする。

小田原市のみの施設であるた
め。
今後、再整備に向けて、市場の
あり方を検討していく。

使用料の見直しに当たって
は、市場関係者の合意が必
要となるが、現在、老朽化し
た施設の中で業務を遂行して
おり、再整備の際の協議には
前向きな協力が得られると思
われる。

特になし 093019

市営漁港施設使用料
市が管理する漁港漁場整備法第3条に
規定する漁港施設を利用する者から使
用料を徴収する。

【使用料】
○岸壁（水産物５０kgにつき）  ２円
           （一般貨物１tにつき）  ５０円
○停係泊料（１そう１日につき）
  漁船（２０t以下）  ６０円
         （２０t以上）  ８０円
         （上記以外）  １２０円
【減免】
市長が特に必要があると認めるとき。

現行どおりとする。
小田原市のみの事務であり、使
用料金は類似団体と比較しても
同水準であるため。

現行のとおり実施することで、
混乱がない。

特になし 093021

漁港施設占用料
市が管理する漁港漁場整備法第３条に
規定する漁港施設を占用する者から占
用料を徴収する。

【使用料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要があると認めるとき。

現行どおりとする。
類似団体と比較しても同水準の
ため。

現行どおりなので、混乱はな
い。

特になし 093022

漁具倉庫使用料
小田原漁港漁具倉庫を適正に管理する
ため、利用者から使用料を徴収する。

【使用料】（１㎡・１月）
  １９０円、詰所の場合  ２４０円
【減免】
市長が特に必要があると認めるとき。

現行どおりとする。
小田原市のみの事務であり、使
用料金は類似団体と比較しても
同水準であるため。

現行のとおり実施することで、
混乱がない。

特になし 093023

水産市場施設使用料
水産市場施設を使用する者から使用料
を徴収する。

【使用料】
○卸売業者市場使用料
  その月の卸売金額に１，０００分の３以
内で規則で定める率を乗じて得た額に
消費税等相当額を加算して得た額
○卸売業者売場（１㎡・１月につき）
  ２１６円
○事務室等（１㎡・１月につき）  ４３２円
○倉庫（１㎡・１月につき）  ２２６円
○容器棚（１㎡・１月につき）  ５７円
○食堂（１㎡・１月につき）  ４３２円
○売店（１㎡・１月につき）  ４３２円
○会議室（１時間につき）  １，０８０円
○立体駐車場（１台・１月につき）
  ４，１９３円
【減免】
市長が特に必要があると認めるとき。

現行どおりとする。
小田原市のみの事務であり、使
用料金は類似団体と比較しても
同水準であるため。

現行のとおり実施することで、
混乱がない。

特になし 093024

農地等証明手数料
（農地台帳閲覧・記録事
項要約書）

農地台帳閲覧・記録事項要約書交付及
び手数料徴収

農地台帳閲覧・記録事項要約書交付及
び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
２００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

小田原市の手数料条例
の改正により、平成２９
年度以降両市とも同額
の手数料となるため、現
行どおりとする。

農地台帳閲覧・記録事項要約
書交付及び手数料徴収事務の
実施等について、法令に基づく
事務であるため。

特になし 特になし 094020
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

農用地等証明手数料
（農地法第３条第１項の
適用を受ける買受適格
証明願）

農地法第３条第１項の適用を受ける買
受適格証明の発行及び手数料の徴収

農地法第３条第１項の適用を受ける買
受適格証明の発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし 094021

農用地等証明手数料
（農地法第５条第１項の
適用を受ける買受適格
証明願）

農地法第５条第１項の適用を受ける買
受適格証明発行及び手数料の徴収

農地法第５条第１項の適用を受ける買
受適格証明発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし 094022

農用地等証明手数料
（引き続き農業経営を
行っている旨の証明願）

引き続き農業経営を行っている旨の証
明願の発行及び手数料の徴収

引き続き農業経営を行っている旨の証
明願の発行及び手数料の徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であるため。
また、小田原市の単価を適用す
ることにより、増収を図るため。

南足柄市域について手数料
が増額する。

南足柄市域について、住民負担が増
加する。

094023

農用地等証明手数料
（生産緑地に係る農業の
主たる従事者の証明願）

生産緑地に係る農業の主たる従事者の
証明発行及び手数料徴収

生産緑地に係る農業の主たる従事者の
証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし 094024

農用地等証明手数料
（相続税・贈与税の納税
猶予に係る適格者証明
願）

相続税・贈与税の納税猶予に関する適
格者証明発行及び手数料徴収

相続税・贈与税の納税猶予に関する適
格者証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令に基づく事務であるため。
また、小田原市の単価を適用す
ることにより、増収を図るため。

南足柄市域について手数料
が増額する。

南足柄市域について、住民負担が増
加する。

094025

農用地等証明手数料
（転用事実確認証明）

転用事実確認証明発行及び手数料徴
収

転用事実確認証明発行及び手数料徴
収

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。
類似団体と同水準の手数料の
ため。

特になし 特になし 094026

農用地等証明手数料
（耕作証明）

耕作証明発行及び手数料徴収 耕作証明発行及び手数料徴収
【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】なし

現行どおりとする。

法令に基づく事務であり、実施
する必要があるため。また、両
市とも同額のため現行どおりと
する。

特になし 特になし 094027

農用地等証明手数料
（農地転用届出等受理
済証明）

農地転用届出等受理済証明（許可済含
む）発行及び手数料徴収

農地転用届出等受理済証明（許可済含
む）発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の単価を適用すること
により、増収を図るため。

南足柄市域について手数料
が増額する。

南足柄市域について、住民負担が増
加する。

094028

農用地等証明手数料
（非農地証明願）

非農地証明発行及び手数料徴収 非農地証明発行及び手数料徴収

【手数料】（１件につき）
３００円（２筆まで）
※１筆増すごとに１００円加算
【減免】なし

【手数料】（１件につき）
３００円

【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法令等（運用指針）に基づく事務
であり、実施する必要があるた
め。また、小田原市の単価を適
用することにより、増収を図るた
め。

南足柄市域について手数料
が増額する。

南足柄市域について、住民負担が増
加する。

094029

サンサンヒルズ小田原使
用料

サンサンヒルズ小田原を一般供用で使
用する際に使用料を徴収する。

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。

競輪供用に支障のない範囲内
で、青少年の育成・社会教育の
振興等を行う団体が有効利用し
ているので、使用料金について
は現行のとおりとする。

事務事業を円滑に行うことが
できる。

特になし 095003

【手数料】
○広告幕（１張りにつき）
  ２００円

【手数料】
○広告幕（１張りにつき）
  ２００円

○広告旗又は立看板等（１基につき）
  １００円

○のぼり旗（１本につき）
  １００円

  立看板（紙張、布張、木製、金属製）
（１基につき）
  １００円

○電柱、街灯柱若しくは標識柱に表示
する物又ははり札等（１枚につき）
  ５０円

○はり札、電柱（街灯柱）巻付け及び添
か看板、標識柱を利用するもの（１枚に
つき）
  ５０円

○はり紙（１００枚につき）
  ５００円

○はり紙、ポスター（１００枚につき）
  ５００円

○道路上に設置するアーチ（１基につ
き）
  ９，０００円

○アーチ（１基につき）
  ９，０００円（照明あり）
  ６，０００円（照明なし）

○アドバルーン（１基につき）
  １，５００円

○アドバルーン（１個につき）
  １，５００円（照明あり）
  １，０００円（照明なし）

○電車又は自動車の外面を利用する広
告物（１台につき）
  ５００円

○電車又は自動車の外面を利用するも
の（１台につき）
  ５００円

○上記以外の広告物又は掲出物件（１
基・５㎡につき）
  ２，４００円

○上記以外の広告物又は掲出物件（１
基・５㎡につき）
  ２，４００円（照明あり）
  １，５００円（照明なし）

【減免】
市長が特に必要と認める場合

【減免】
市長が特に必要と認める場合

101017
屋外広告物許可申請手
数料

小田原市屋外広告物条例の規定に基
づき広告物の表示又は掲出をしようとす
る者の許可申請に係る審査手数料につ
いて、小田原市手数料条例の規定に基
づき徴収する。

神奈川県屋外広告物条例の規定に基
づき広告物の表示又は掲出をしようとす
る者の許可申請に係る審査手数料につ
いて、南足柄市手数料条例の規定に基
づき徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

当該事務については、小田原市
は独自条例、南足柄市は県条
例で運用しており、合併時まで
に合併後の市の独自条例を制
定する必要がある。手数料につ
いては、概ね両市の単価に違い
が少ないため、年間許可件数の
多い小田原市の単価を適用す
ることで、事務量の軽減を図る。

許可件数の多い小田原市の
単価を適用することで、混乱
が少ない。
手数料収入が増額する。

申請のうち最も割合の多い「照明のな
い屋外広告物」について、１基５㎡につ
き、小田原市は２，４００円、南足柄市
は１，５００円であり、南足柄市の単価
が低いため、南足柄市域については
一定の負担感が生じる。
変更対象の事業者や申請者に対し、
予め新たな単価について周知をしたう
えで、許可申請は概ね３年ごとであり、
合併後最初の継続更新の際、新たな
単価へ切り替えることとし、併せて個別
に説明をする。

16



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】
○都市計画に関する証明手数料（納税
猶予の特例適用の農地該当証明書を
含む）（１件につき）
  ３００円（２筆まで）
  ※１筆増すごとに１００円加算

【手数料】
○都市計画に関する証明手数料（納税
猶予の特例適用の農地該当証明書を
含む）（１件につき）
  ３００円（筆数に関係なく）

○都市計画図の写し発行手数料（１部
につき）
  ２００円
  （平成２９年４月１日から３００円）

【減免】
公用の場合

【減免】
公用の場合

市営ヴェルミ立体駐車場
使用料

市営ヴェルミ立体駐車場使用料の徴収

【使用料】
○５時間まで（３０分につき）  １００円
○５時間を超えたとき２４時間まで
  １，０００円
○定期駐車（一般、１台・１月）  ７，０００
円
○定期駐車（大口）
  ３２，５００円（５台・１月につき）
  ６０，０００円（１０台・１月につき）
  １５０，０００円（３０台・１月につき）
  １７０，５００円（５０台・１月につき）
【減免】
次のいずれかに該当する自動車を駐車
させる場合は、免除
・市が所有する自動車
・道路交通法（昭和35年法律第105号）
第39条第１項に規定する緊急自動車
・国又は地方公共団体が緊急を要する
業務を行うために使用する自動車
・その他市長が特に必要と認める自動
車

現行どおりとする。
地域性を考慮し、現行のとおり
とする。

料金見直しに伴う事務が発生
しない。

特になし 101034

各種証明書交付手数料

概要書原本証明書や記載事項証明書
を交付する際に、手数料を徴収する。

神奈川県で実施 【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
国又は地方公共団体が必要とするも
の、若しくは市長が特に必要と認めるも
の

《参考》【手数料】（１部につき）
４００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の類似団体においても同
額の手数料を徴収しているた
め。

南足柄市域の対象者の負担
が減る。

手数料収入が減少する。 102009

確認、完了検査及び中
間検査の申請に係る手
数料

確認申請時（計画変更を含む）や、中間
検査、完了検査申請時に、申請手数料
を徴収する。

神奈川県で実施 【手数料】別添資料参照
【減免】
計画通知のうち、申請者が小田原市長
のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
計画通知のうち、申請者が神奈川県知
事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102010

許可及び認定並びに道
路の位置の指定等の申
請に係る手数料

各種許可申請や認定申請並びに道路
位置指定申請時等に、申請手数料を徴
収する。

神奈川県で実施
【手数料】別添資料参照
【減免】
申請者が小田原市長の場合

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
申請者が神奈川県知事の場合

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102011

長期優良住宅の普及の
促進に関する法律に基
づく事務に係る手数料

長期優良住宅建築等計画（計画の変更
を含む）認定申請時に、認定申請手数
料を徴収する。
また、認定申請に併せて確認申請書類
の提出があった場合、確認申請手数料
も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102012

都市の低炭素化の促進
に関する法律に基づく事
務に係る手数料

低炭素建築物新築等計画（計画の変更
を含む）認定申請時に、認定申請手数
料を徴収する。
また、認定申請に併せて確認申請書類
の提出があった場合、確認申請手数料
も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102013

高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に
関する法律に基づく事務
に係る手数料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律の規定に基づく認定
申請と併せて確認申請の提出があった
場合、確認申請手数料を徴収する。

神奈川県で実施
【手数料】別添資料参照（「確認、完了検
査及び中間検査の申請に係る手数料」
と同様）
【減免】
計画通知のうち、申請者が小田原市長
のもの

《参考》【手数料】別添資料参照（「確認、
完了検査及び中間検査の申請に係る
手数料」と同様）
【減免】
計画通知のうち、申請者が神奈川県知
事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市でこれまで実施してき
ており、類似団体においても同
様の取扱いとしているため。

特になし 特になし 102014

マンションの建替え等の
円滑化に関する法律に
基づく事務に係る手数料

マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律（平成１４年法律第７８号）第１０５
条第１項の規定に基づく容積率の特例
の許可申請時に、審査手数料を徴収す
る。

神奈川県で実施

【手数料】（１件につき）
１６０，０００円
【減免】なし

《参考》【手数料】（１件につき）
１６０，０００円
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102015

都市計画法に基づく事務
に係る手数料

開発許可・建築許可等の申請に係る申
請手数料、開発登録簿の写しの交付に
係る手数料

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内統一金額のため。 特になし 特になし 102017

101018
都市計画に関する諸証
明等手数料

都市計画に関する証明書並びに都市計
画図の写しの発行に関する事務及びそ
の発行手数料の収納を行う。

都市計画に関する証明書の発行に関す
る事務及びその発行手数料の収納を行
う。(都市計画図の写しの発行業務は未
対応)

小田原市の事務処理方
式を適用する。

当該事務については、小田原市
は独自条例、南足柄市も独自条
例で運用しており、合併時まで
に合併後の市の独自条例を制
定する必要がある。手数料につ
いては、概ね両市の単価に違い
が少ないため、年間許可件数の
多い小田原市の単価を適用す
ることで、事務量の軽減を図る。

都市計画図の写し発行手数
料を徴収することにより、歳入
増が見込まれる。

新規に南足柄市都市計画図の写し発
行手数料を徴収することにより、市民
負担が増す。
小田原市及び南足柄市における都市
計画の情報については、ホームページ
により公開していることから、広く住民
に周知することで対応できる。

17



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

租税特別措置法に基づく
事務に係る手数料

優良な宅地の供給を目的に開発許可を
要しない場合に、租税特別措置法に基
づき優良宅地造成の認定を受けること
により土地の譲渡について税制上の優
遇措置を受けられる。（優良宅地造成認
定申請手数料）

優良な宅地の供給を目的に開発許可を
要しない場合に、租税特別措置法に基
づき優良宅地造成の認定を受けること
により土地の譲渡について税制上の優
遇措置を受けられる。（優良宅地造成認
定申請手数料）
※一部のみ実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要と認める場合

【手数料】別添資料参照
【減免】
市長が特に必要と認めるもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内統一金額のため。 特になし 特になし 102018

宅地造成等規制法に基
づく事務に係る手数料

宅地造成工事許可申請に係る申請手
数料

【手数料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法定受託事務であり、県内統一
料金のため。

特になし 特になし 102019

証明手数料
開発工事の完了公告の証明書交付手
数料

【手数料】（１件につき）
○開発工事の完了公告の証明書交付
手数料
  ３００円
【減免】
・法令の規定により取り扱うもの
・国又は地方公共団体が必要とするも
の
・市長が特に必要と認めるもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法定受託事務であるため。 特になし 特になし 102020

建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する
法律に基づく事務に係る
手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画
（計画の変更を含む）及び建築物エネル
ギー消費性能基準適合の認定申請時
に、認定申請手数料を徴収する。
また、建築物エネルギー消費性能向上
計画の認定申請に併せて確認申請書
類の提出があった場合、確認申請手数
料も徴収する。

神奈川県で実施

【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が小田原市長のもの

《参考》【手数料】別添資料参照
【減免】
確認申請手数料の場合で、計画通知の
うち、申請者が神奈川県知事のもの

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内の特定行政庁において、手
数料額を統一しているため。

特になし 特になし 102028

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図
  ２００円

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図
  無料（ホームページより自由閲覧）

○道路幅員証明（運送業申請用）
  ３００円

○道路幅員証明
  ３００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

小田原駅前広場・大雄
山駅前広場の占用・掘
削・乗入れの許認可事
務に関する占用料及び
使用料

小田原市駅前広場（小田原駅東口広場
及び西口広場、早川駅広場、鴨宮駅南
口広場及び北口広場、国府津駅広場）
の占用、掘削、乗入れ等の許認可事務
を行い占用料及び使用料等を徴収す
る。

南足柄市大雄山駅前交通広場の占用、
掘削、乗入れ等の許認可事務を行い占
用料及び使用料を徴収する。

【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

占用料は、神奈川県単
価を準用した単価に再編
する。
使用料及び路面掘削事
務費は、小田原市の単
価を適用する。

両市及び他市の料金比較を行
い、占用料は、道路占用料徴収
条例を準用しているため、神奈
川県単価を準用した単価に再編
する。
路面掘削事務費は、南足柄市
に設定がないため、小田原市の
単価を適用する。

統一条件により料金設定がさ
れるため、公平性の確保が図
られる。

占用料については、全体の歳入割合
から見ると小田原市分の割合が大きい
ため、小田原市分の単価が下がること
により、歳入が縮小される。
神奈川県単価を準用する項目以外の
料金の見直しを行うとともに、広報や
説明会等により、駅前広場使用者に周
知を行う。

111006

道路、河川、水路の占用
料

市の管理する道路（認定及び認定外）、
河川、水路の占用掘削許可を受けた者
から、占用料及び掘削事務費を徴収す
る。

市の管理する道路（認定及び認定外）、
河川、水路の占用掘削許可を受けた者
から、占用料及び掘削事務費を徴収す
る。

【占用料】
○道路及び付属物
  道路占用料徴収条例に基づく（別添資
料参照）
○水面土揚敷
  通路４２円／１㎡・１月
  通路以外は道路占用料徴収条例に基
づく
○路面掘削事務
  路面復旧費の６％
【減免】別添資料参照

【占用料】
○道路及び付属物
  道路占用料徴収条例に基づく（別添資
料参照）
○水面土揚敷
  道路占用料徴収条例に基づく（別添資
料参照）

【減免】別添資料参照

占用料は、神奈川県単
価（別添資料参照）を準
用した単価に再編する。
路面掘削事務は、小田
原市の単価を適用する。

両市及び他市の料金比較を行
い、神奈川県単価を準用した単
価に再編する。路面掘削事務費
は、南足柄市には設定がないた
め、小田原市の単価を適用す
る。
占用料の単価は、国の基準に
基づくよう通達があり、国単価の
改正に応じて順次県は単価を改
正していおり、市も単価改正が
必要とされている。

統一な料金設定がされるた
め、公平性の確保が図られ
る。

全体の歳入割合から見ると小田原市
分の割合が大きいため、小田原市分
の単価が下がることにより、歳入が縮
小される。
神奈川県単価を準用する項目以外の
料金の見直しを行うとともに、広報等に
よる市民周知を行う。

111008

【手数料】（１部につき）
○境界確定図写
  ２００円

【手数料】（１枚につき）
○境界確定図写
  ３００円（Ａ３まで）
  ６００円（Ａ２まで）

○土地境界証明
  ３００円

○土地境界証明（１件につき）
  ６００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

111005

土木管理手数料

申請に基づき、小田原市土地境界確定
取扱要項により作成した境界確定図に
ついて、境界確定図写の発行や土地境
界証明を行い、手数料を徴収する。

申請に基づき、境界確定事業により作
成された境界確定図について、境界確
定図写の発行や土地境界証明を行い、
手数料を徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

【手数料】（１部につき）
○境界確定図写  ３００
円
○土地境界証明  ３００
円
※小田原市の手数料条
例の改正により、平成２
９年度以降、境界確定図
写の手数料が３００円と
なる。

処理件数の多い小田原市の方
式を適用する。合併時に、小田
原市の管理システムにデータ統
合を図り、発行する。

現行の事務を行うため、事務
処理が円滑に移行できる。統
一データによる管理が可能と
なる。

両市で管理する図面データが異なるた
め、データ統合に新たに費用を要す
る。

道路橋りょう手数料

申請に基づき、道路台帳で管理する市
道の認定区域（区域証明）及び道路幅
員（幅員証明）について証明を行い、手
数料を徴収する。主に陸運局で運送事
業免許を受ける際と建築行為等の際に
必要となる。

申請に基づき、道路台帳で管理する道
路幅員（幅員証明）について証明を行
い、手数料を徴収する。建築行為等の
際に必要となる。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

【手数料】（１部につき）
○道路台帳図  ３００円
○道路幅員証明（運送
業申請用）  ３００円
※小田原市の手数料条
例の改正により、平成２
９年度以降、道路台帳図
の手数料が３００円とな
る。

処理件数の多い小田原市の方
式を適用する。合併時は各管理
システムごとにデータ管理、出
力により発行し、その後システ
ム統合を図り、発行する。

道路台帳図の南足柄市域分
の収入増が見込まれる。
既存データによる発行のた
め、合併時の発行業務に支
障をきたさない。

両市で管理する図面データが異なるた
め、統合までの間、２つのシステムを
管理することになる。

111009
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】
○地籍図証明（Ａ４・１枚につき）
  ３００円

○地積面積証明（１件につき）
  ３００円

○１９条５項面積証明（１件につき）
  ３００円

○筆界点成果簿（座標値）、図根点成果
簿、その他（Ａ４・１枚につき）
  ３００円

【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

公共基準点証明に関す
る手数料

申請に基づき、公共基準点の成果等を
発行し、手数料を徴収する。

申請に基づき、公共基準点及び任意基
準点の成果等を発行し、手数料を徴収
する。

【手数料】（１部につき）
２００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１部につき）
３００円（Ａ３まで）
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

小田原市の事務処理方
式を適用する。小田原市
の手数料条例の改正に
より、平成２９年度以降
両市とも同額の手数料と
なる。

両市とも同額となるため、処理
件数の多い小田原市の方式を
適用する。合併時に、小田原市
の管理システムにデータ統合を
図り、発行する。

現行の事務を行うため、事務
処理が円滑に移行できる。統
一データによる管理が可能と
なる。

両市で管理する基準点データが異なる
ため、データ統合に新たに費用を要す
る。

111011

法定外公共物所管確認
証明手数料

国有地について、市が譲与を受けた国
有地でないことの証明書を発行し、手数
料を徴収する。

国有地について、市が譲与を受けた国
有地でないことの証明書を発行し、手数
料を徴収する。

【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合は免除

【手数料】（１部につき）
３００円
【減免】
官公庁等による公用申請の場合

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市とも同額であるため、処理
件数の多い小田原市の方式を
適用する。合併時に、小田原市
の管理システムにデータ統合を
図り、発行する。

現行の事務を行うため、事務
処理が円滑に移行できる。統
一データによる管理が可能と
なる。

両市で管理する図面データが異なるた
め、データ統合に新たに費用を要す
る。

111012

電線類地中化事業建設
負担金

電線共同溝の整備に関する特別措置
法により、電線共同溝の占用予定者が
電線共同溝の建設に要する費用の一
部を負担するもの。

【負担金】５０５円／条数・ｍ
【減免】なし

小田原市の事務処理方
式を適用する。
【負担金】
５０５円／条数・ｍ
【減免】なし

法令に基づく事務処理方式のた
め。
前年度工事の出来形延長に単
価をかけて建設負担金の計算
を行う。

小田原市の事務処理方式に
合わせることで、混乱が少な
い。

対象路線が複数になる場合の整理が
必要となるため、路線ごとの負担金計
算と、全体額の整理を行う。

112003

上府中公園、フラワー
ガーデン、小田原こども
の森公園わんぱくらん
ど、辻村植物公園施設
使用料

上府中公園、フラワーガーデン、小田原
こどもの森公園わんぱくらんど及び辻村
植物公園の有料施設の使用料

【使用料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

現行どおりとする。
利用者負担の観点から、施設の
水準・建築年などにより、現行ど
おりとする。

料金見直しに伴う事務が発生
しない。利用者の負担増が発
生しない。

特になし 113005

都市公園占用料 都市公園の占用許可による使用料 都市公園の占用許可による使用料
【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

新市としての一体性を保つた
め、一律の基準とし、占用物件
が多い小田原市の基準に統一
する。

新市全体が統一した基準とな
る。南足柄市分の値上げに伴
い、増収となる。

南足柄市域分の占用者の負担が増加
するため、激変緩和の経過措置を実
施する。

113006

都市公園（行為）使用料 都市公園の行為許可による使用料 都市公園の行為許可による使用料
【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

【使用料等】別添資料参照
【減免】別添資料参照

小田原市の事務処理方
式を適用する。

新市としての一体性を保つた
め、一律の基準とし、行為許可
件数の多い小田原市の基準に
統一する。

新市全体が統一した基準とな
る。南足柄市分の値上げに伴
い、増収となる。

南足柄市域分の行為を行う者の負担
が増加するため、周知等を図る。

113007

久野霊園使用料 久野霊園の墳墓の使用料

【使用料】
○墳墓４㎡（１区画）  ５２５，０００円
○墳墓６㎡（１区画）  ７８７，０００円
○一時使用（１日・１㎡）  １０円
【減免】なし

現行どおりとする。
利用者負担により設定した単価
であるため。

料金見直しに伴う事務が発生
しない。

特になし 113008

【手数料】（１年につき）
○墳墓区画４㎡
  ５，０００円

○墳墓区画６㎡
  ７，５００円

【減免】
(１)生活保護法（昭和２５年法律第１４４
号）の規定による扶助を受けているとき
(２)管理料を納付する資力がないと市長
が認めるとき
(３)その他、市長が特別の理由があると
認めるとき

久野霊園管理手数料 久野霊園の墳墓の管理料 現行どおりとする。
利用者負担により設定した単価
であるため。

現行どおりのため、使用者の
負担増とならない。

特になし

地籍調査事業に関する
手数料

昭和４５年から平成１０年に現地調査を
実施した地籍調査事業資料の発行業務

現行どおりとする。
同様の手数料である境界確定
図写及び公共基準点証明の単
価と同水準であるため。

現行の事務を行うため、事務
処理が円滑に移行できる。

南足柄市の管理システムを使用する
ための費用が必要となる。

111010

113009
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

関本公園テニスコート使
用料

関本公園テニスコート施設使用料の徴
収

【使用料】  ４４０円（１面・１時間）
【減免】
・市が主催する行事を行うために利用す
るとき。　免除
・市内の学校教育法（昭和２２年法律第
２６号）第１条に規定する学校又は市内
の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４
号）第７条に規定する児童福祉施設が
体育行事等を行うために利用するとき。
免除
・足柄上・南中学校体育連盟又は県西
ブロック中学校体育連盟が主催して体
育行事等を行うために利用するとき。
免除
・南足柄市体育協会又はこれに所属す
る団体が主催する体育行事等を行うた
めに利用するとき。　５０％減額
・国又は県が主催する行事を行うために
利用するとき。　５０％減額
・社会教育団体が主催して体育行事等
を行うために利用するとき。　５０％減額
・その他市長が特に必要と認めたとき。
５０％減額又は免除

現行どおりとする。
施設の規模・老朽化に差異があ
るため、現行どおりとする。

料金見直しに伴う事務が発生
しない。利用者の負担増が発
生しない。

特になし 113010

市営住宅駐車場使用料

市営住宅入居者のための駐車場を住
宅敷地内において運営管理し、使用者
対しては駐車場使用料を賦課して、請
求する。

市営住宅入居者のための駐車場を住
宅敷地内において運営管理し、使用者
対しては駐車場使用料を賦課して、請
求する。

【使用料】（１月につき）
○蓮正寺住宅葭田住宅共同駐車場
  ５,５００円
○かすみのせ住宅駐車場  ５，５００円
○葭田住宅東駐車場  ５，５００円
○螢田住宅駐車場  ５，５００円
○浜住宅駐車場  ７，０００円
○早川住宅駐車場  ５，５００円
【減免】
・収入が著しく低額の場合
・入居者が病気にかかっている場合
・入居者が災害により著しい損害を受け
た場合
・上記に準ずる特別な事情がある場合

【使用料】（１月につき）
○向田住宅駐車場  ４,０００円
○久根下住宅駐車場  ５，０００円
○怒田住宅駐車場  ４，０００円

【減免】なし

使用料は、現行どおりと
するが、減免要件は、小
田原市の事務処理方式
を適用する。

使用料は、両市とも近傍単価を
適用しているため、現行どおりと
する。
減免要件は、使用者の多い小
田原市の規定を適用する。

現行の使用料のため、使用
者の負担は変わらない。
減免要件を設けることで、一
時的に収入が減少した使用
者も使用が可能となり、滞納
額の抑制となる。

減免要件を設けることにより、他の利
用者との公平性が失われるが、要件に
ついて使用者に周知することにより、
公平性を確保する。

114005

市営住宅使用料
市営住宅入居者に対して家賃として、住
宅使用料を賦課して、請求する。

市営住宅入居者に対して家賃として、住
宅使用料を賦課して、請求する。

【使用料】別添資料参照
【減免】
・収入が著しく低額の場合
・入居者が病気にかかっている場合
・入居者が災害により著しい損害を受け
た場合
・上記に準ずる特別な事情がある場合

【使用料】別添資料参照
【減免】
・入居者又は同居者の収入が著しく低
額の場合
・入居者又は同居者が病気にかかって
いる場合
・入居者又は同居者が災害により著し
い損害を受けた場合
・上記に準ずる特別な事情がある場合

現行どおりとする。
公営住宅法施行令により算定
方法が定められており、減免要
件は両市で差異がないため。

特になし 特になし 114006

市営住宅占用料

火災等のり災者から一時的な市営住宅
の使用についての要望があった場合
に、内容を審査の上、適当と認められる
場合に許可し、使用料を賦課し徴収す
る。

【使用料】別添資料（小田原市営住宅収
入分位別家賃一覧）参照
【減免】
・収入が著しく低額の場合
・入居者が病気にかかっている場合
・入居者が災害により著しい損害を受け
た場合
・上記に準ずる特別な事情がある場合

小田原市の方式により、
両市現行の使用料及び
減免基準を適用する。
【使用料】別添資料参照

新市においても、り災者の一時
的居住地として短期間その用に
供することとするため、両市現
行の単価を適用する。

特になし 特になし 114007

下水道事業受益者負担
金

公共下水道に係る都市計画下水道事
業（以下「事業」という。）に要する費用
の一部を事業により利益を受ける者に
負担させるため、都市計画法第７５条第
２項の規定に基づき、その負担金を賦
課・徴収する。

公共下水道に係る都市計画下水道事
業（以下「事業」という。）に要する費用
の一部を事業により利益を受ける者に
負担させるため、都市計画法第７５条第
２項の規定に基づき、その負担金を賦
課・徴収する。

【負担金】２８０円（１㎡当たり）

【減免】別添資料参照
【割引（報奨金）】
○３年分一括：負担金全額の８％
○２年分一括：当該２年度分の負担金
の６％
○１年分一括：当該１年度分の負担金
の２％

【負担金】（１㎡当たり）
○第１負担区：２２３円
○第２負担区：２６０円
○第３・４・５負担区：２６５円
【減免】別添資料参照
【割引（報奨金）】なし

小田原市の事務処理方
式を適用するが、負担金
単価については、現行の
単価を適用する。
【負担金】（１㎡当たり）
○第１負担区：２２３円
○第２負担区：２６０円
○第３・４・５負担区：
  ２６５円
○第６負担区（※小田原
市域）：２８０円
【減免】別添資料参照
（小田原市）
【割引（報奨金）】
○３年分一括：負担金全
額の８％
○２年分一括：当該２年
度分の負担金の６％
○１年分一括：当該１年
度分の負担金の２％

受益者が多いと想定される小田
原市の事務処理方式を適用す
る。また、報奨制度については、
一括納付等を促進する効果が
あるため、全市域に適用すると
ともに、負担金単価について
は、各市の地域性を踏まえ現行
単価とする。

現行単価を用いるため、事務
量の増加が抑えられるととも
に、受益者に対する混乱が生
じない。また、報奨制度を全
市域に拡大するため、一括納
付等の促進が図られることに
より歳入増が見込まれるとと
もに、年度毎の収納等の事務
が軽減される。

報奨制度適用に伴う歳出増が見込ま
れる。

121008
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

下水道使用料 下水道使用料の徴収を行う。 下水道使用料の徴収を行う。

【負担金】（２か月当たり）
○基本料金（１６㎥まで）：１，８１１円
○１７～２０㎥：４１円
○２１～４０㎥：１４１円
○４１～６０㎥：１６８円
○６１～１００㎥：２０３円
○１０１～２００㎥：２２９円
○２０１～２，０００㎥：２３７円
○２，００１～１０，０００㎥：２４４円
○１０，００１㎥～：２４７円

【減免】
・生活保護法の規定により生活扶助を
受けている者及びこれに準ずる特別の
事情があると認められる者、市長が特
別の理由があると認めるとき  免除
・市長が特別の理由があると認めるとき
（漏水等）  減免

【負担金】（２か月当たり）
○基本料金（１６㎥まで）：１，３４８円
○１７～２０㎥：２７円
○２１～４０㎥：８９円
○４１～６０㎥：１０９円
○６１～１００㎥：１１５円
○１０１～２００㎥：１２８円
○２０１～１，０００㎥：１４１円
○１，００１～２，０００㎥：１５４円
○２，００１～１０，０００㎥：１６１円
○１０，００１㎥～：１６５円
【減免】
・身体障害者福祉法による身体障害
者、児童福祉法による知的障害者、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法
律による１級障害者と認められるものに
対して基本料金を減免する。
・市長が特別の理由があると認めるとき
（漏水等）  減免
・免除はなし

小田原市の事務処理方
式を適用する。ただし、
下水道使用料について
は、当分の間それぞれ
現行の使用料とする。

合併後３年を目途に、合併後の
新市の経営状況を精査し、中長
期的な視点に立った経営戦略を
見直したうえ、下水道運営審議
会に諮り、新市における適正な
下水道使用料を設定する。

合併時には、混乱なく実施で
きる。また、合併後（３年を目
途）は、新市における適正な
下水道使用料が設定でき、市
民理解も得られやすい。

両市域間の使用料格差があることか
ら、小田原市域の使用者から不満が
発生する。
将来的な使用料設定の考え方を周知
し、理解を得ていく。

121009

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定手数料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定手数料
  １０，０００円

○指定工事店更新指定手数料
  ５，０００円

○指定工事店更新指定手数料
  ５，０００円

○指定工事店証再交付手数料
  １，５００円

○指定工事店証再交付手数料
  ２，５００円

【減免】なし 【減免】なし

【手数料】（１件につき）
○責任技術者新規登録手数料
  １，５００円

【手数料】（１件につき）
○責任技術者新規登録手数料
  ３，０００円

○責任技術者更新登録手数料
  １，５００円

○責任技術者更新登録手数料
  ２，０００円

○責任技術者資格証明書再交付手数
料
  １，５００円

○責任技術者証再交付手数料
  ２，０００円

【減免】なし 【減免】なし

水道料金
小田原市水道給水条例に基づき、水道
料金を算出・請求する。

南足柄市給水条例に基づく、水道水の
使用量に応じた料金の請求

【料金】別添資料参照
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき。

【料金】別添資料参照
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき。
「企業の立地の促進等に関する条例」
の奨励措置を受ける企業に対する軽減
措置。

合併後３年までに料金改
定を行い新たな料金とす
るが、暫定的に両市の現
行の料金を据え置く。

新市における施設整備計画等
を策定し、審議会による料金水
準や体系等の審議を経て、合併
後３年までに料金改定を行い新
たな料金とする。合併時の料金
については、小田原市の現行料
金を適用する案と比較をした上
で、新市における各種計画が未
確定であることなどから、暫定
的に現行料金のまま据え置くこ
ととする。
ただし、合併前に施設整備計画
等の策定に向けた準備を進め、
合併後のできるだけ早い時期に
改定を行う。

据置期間は、両市の市民に
とって、従前のまま負担が変
わらない。

①据置期間は、同じ市民であるのに料
金が違うことによる不公平感が生じる。
合併時に新市の水道料金を示せな
い。
②合併時に両市の現行料金を据え置
くことにより、新料金の水準によって
は、南足柄市は大幅な値上げとなる可
能性がある。
③新市として行う施設の更新や維持管
理、サービス等の水準によっては、収
入が不足する可能性がある。
④南足柄市の料金を据え置くことに加
え、平成３３年度までに予定していた両
市の料金見直しの検討が先送りされる
ため、それぞれの施設整備計画の進
捗が大幅に遅れる可能性がある。
【対応策】
①暫定的な措置であり、合併後のでき
るだけ早い時期に料金改定を行うこと
を使用者に周知する。
②両市の現行料金を据え置いたことに
より、値上げ幅が大きくなっていること
を使用者に説明する。新料金の改定
手続きの中で対応策を検討していく。
③当面は施設の更新や維持管理、
サービス等の水準を現行のまま据え
置くことも検討する。

131009

水道料金等納付証明書
発行手数料

小田原市水道給水条例に基づき、水道
料金及び下水道使用料の納付証明書
発行手数料を算出・請求する。

南足柄市給水条例に基づく、納付証明
書の発行。

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき

【手数料】（１件につき）
３００円
【減免】
公益上その他特別の理由があるとき

現行どおりとする。
両市とも同額であり、現行のま
までサービス水準は維持できる
ため。

事務処理上の混乱が生じず、
市民からの申請に迅速に対
応できる。

特になし 131010

排水設備工事指定工事
店指定手数料

小田原市下水道条例及び小田原市公
共下水道排水設備工事指定工事店規
則に基づき、下水道排水設備工事店の
指定を行い、その指定に係る手数料を
徴収する。

南足柄市下水道条例及び南足柄市下
水道排水設備工事に係る指定工事店
及び責任技術者に関する規則に基づ
き、下水道排水設備工事店の指定を行
い、その指定に係る手数料を徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用するが、指定工
事店証再交付手数料の
み、南足柄市の単価を
適用、新たな実施水準に
再編する。

【手数料】（１件につき）
○指定工事店新規指定
手数料  １０，０００円
○指定工事店更新指定
手数料  ５，０００円
○指定工事店証再交付
手数料  ２，５００円

手数料基準の一部に差異があ
るが、その他の基準は両市同一
であることから、その手数料額
を類似団体事例を参考に南足
柄市に合わせる。また、その他
の手数料額は、類似団体事例と
比較し、妥当な金額である。

これまで両市に登録していた
指定店は１回の指定申請で
足りるため、事務の軽減が図
られる。

小田原市域の指定店では、指定工事
店証再交付手数料が上がるため、事
前周知を徹底する。再交付の実績は
あまりないことから、影響は少ないもの
と予想される。

121010

排水設備工事責任技術
者登録手数料

小田原市下水道条例及び小田原市公
共下水道排水設備工事指定工事店規
則に基づき、下水道排水設備工事責任
技術者の登録を行い、その登録に係る
手数料を徴収する。

南足柄市下水道条例及び南足柄市下
水道排水設備工事に係る指定工事店
及び責任技術者に関する規則に基づ
き、下水道排水設備工事責任技術者の
登録を行い、その登録に係る手数料を
徴収する。

小田原市の事務処理方
式を適用するが、手数料
は南足柄市の単価を適
用する。

事務処理方式は両市ほぼ同一
内容である。手数料は類似団体
事例を参考に、南足柄市の単価
とする。

歳入増が見込まれる。
ただし、合併後はこれまで両
市に登録していた者は１回の
登録で足りるため、大幅な歳
入増は見込めない。

小田原市域の登録者は負担増となる
ため、事前周知等を徹底する。

121011
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市
事務事業名

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策 事務事業番号

【手数料】（１件につき）
○指定給水装置工事事業者指定手数
料
  １０，０００円

【手数料】（１件につき）
○指定給水装置工事事業者新規登録
手数料
  １０，０００円

○指定給水装置工事事業者証再交付
手数料
  ２，５００円

○指定給水装置工事事業者証再発行
手数料
  ２，５００円

【減免】なし 【減免】なし

水道利用加入金 水道利用加入金を徴収する。 水道利用加入金を徴収する。

【料金】新設（市内在住３年以上）
○２０ｍｍ以下：
  １２０，０００円（７０，０００円）
○２５ｍｍ：１８０，０００円
○４０ｍｍ：９００，０００円
○５０ｍｍ：１，３００，０００円
○７５ｍｍ：３，３００，０００円
○１００ｍｍ：５，５００，０００円
○１５０ｍｍ：１１，０００，０００円
○２００ｍｍ以上：１６，０００，０００円
※改造の場合は、差額

【減免】別添資料参照

【料金】新設（３年居住者）
○１３ｍｍ：７５，０００円（４０，０００円）
○２０ｍｍ：１０５，０００円（６０，０００円）
○２５ｍｍ：１５０，０００円（８０，０００円）
○４０ｍｍ：７００，０００円
○５０ｍｍ：１，０５０，０００円
○７５ｍｍ：２，６２５，０００円
○１００ｍｍ：４，３７５，０００円
○１５０ｍｍ：５，９０６，２５０円
○２００ｍｍ：１０，５００，０００円
○２５０ｍｍ：１６，４０６，２５０円
○３００ｍｍ以上：２３，６２５，０００円
※改造の場合は、差額
【減免】別添資料参照

小田原市水道給水条例
に規定する水道利用加
入金を適用する。
【料金】
新設（市内在住３年以
上）
○２０ｍｍ以下：
  １２０，０００円
  （７０，０００円）
○２５ｍｍ：
  １８０，０００円
○４０ｍｍ：
  ９００，０００円
○５０ｍｍ：
  １，３００，０００円
○７５ｍｍ：
  ３，３００，０００円
○１００ｍｍ：
  ５，５００，０００円
○１５０ｍｍ：
  １１，０００，０００円
○２００ｍｍ以上：
  １６，０００，０００円
※改造の場合は、差額
【減免】別添資料参照

水道利用加入金は、水道施設
の建設費用の一部を負担してい
ただくものであり、算定根拠に基
づき徴収しているため、当面は
申込み件数の多い小田原市の
水準を適用する。

水道利用加入金が増収とな
る。

南足柄市給水区域のお客様は、水道
利用加入金が値上げとなる。
水道利用加入金が変更となることにつ
いて、給水装置工事申込者に十分周
知を図り理解を求める。

131012

【手数料】（１件につき）
○新設工事
  １９，０００円

【手数料】（１件につき）
○審査手数料
  １，０００円

○改造工事
  １９，０００円

○検査手数料
  １，０００円

○増設工事
  １２，０００円

○県道占用申請手数料
  １，０００円

○簡易増設工事
  ２，０００円

○市給水条例第３９条第２項の確認手
数料
  ２，５００円

○分譲管工事
  ３１，０００円（口径４０mm以下）
  ３９，０００円（口径５０mm）
  ４９，０００円（口径７５mm以上）
  ※新設工事に係る手数料を含む

○貯水槽工事
  １２，０００円～７１，０００円
  ※詳細は、別添資料参照

※各手数料に掘削占用申請に係る経費
を含む

【減免】なし 【減免】なし

消防演習立会い手数料 消防演習立会い手数料を徴収する。
【手数料】（１回につき）
５００円
【減免】なし

廃止

消防演習による消火栓の使用
は認めないことから、消防演習
立会い手数料の制度を廃止す
る。

特になし 特になし 131022

市立幼稚園保育料・入
園料

市立幼稚園は６園（酒匂・東富水・前羽・
下中・矢作・報徳）あり、４歳・５歳の２年
保育を実施している。子ども・子育て支
援新制度への移行に伴い、平成２８年
度からは、各世帯の所得に応じた負担
額を徴収している。

公立幼稚園の利用者負担金
【入園料】なし
【保育料】別添資料参照

【入園料】４，０００円
【保育料】別添資料参照

入園料は廃止し、保育料
については、市単独での
所得区分は設けず、国
が示している各世帯の市
町村民税の所得割額に
より５段階に分けて徴収
する。
【保育料】別添資料参照
【減免】別添資料参照

子ども子育て支援新制度に基づ
き国が示している徴収方式に合
わせる。

国基準に合わせることによ
り、基準改正にも対応しやす
い。
小田原市保育課で使用して
いるシステムでの対応も比較
的容易にできる。

南足柄市の保護者にとっては、保育料
が高くなる。
子ども子育て支援新制度の周知を図り
理解を求める。

141031

酒匂幼稚園・下中幼稚
園延長保育料

公立幼稚園６園のうち、酒匂幼稚園、下
中幼稚園の２園において４・５歳児を対
象に実施している延長保育料を収納す
る。（14時～17時。夏季休業中は延長保
育もなし）

【料金】１回２００円
※他におやつ代１，０００円（月額）、教
材費１，０００円（開始時のみ）を徴収。
【減免】
生活保護法による被保護世帯  ０円

現行どおりとする。

延長保育は、小田原市私立幼
稚園協会と調整しながら実施園
を決めてきた経緯があるため、
新市においても引き続き実施す
る。

従前どおりのため、各幼稚園
及び保護者の負担がない。

特になし 141033

設計審査手数料
給水装置工事の内容に応じて、設計審
査手数料を徴収する。

設計審査手数料を徴収する。
小田原市の事務処理方
式を適用する。

現行の事務処理に係る人件費
や経費を積上げ、設計審査手
数料を算出している小田原市の
単価を適用する。

設計審査手数料が増収とな
る。また、給水装置工事の施
工状況を確認する業務を存
続することにより、不良施工
や未承認施工等の不正行為
を防止することができる。

南足柄市域の給水区域は値上げとな
るため、給水装置工事申込者に十分
周知を図り理解を求める。

131021

指定給水装置工事事業
者手数料

指定給水装置工事事業者を指定し、所
定の手数料を徴収する。

指定給水装置工事事業者を指定し、所
定の手数料を徴収する。

現行どおりとする。
両市の手数料に差異がないた
め。

手数料に変更が生じないた
め、指定給水装置工事事業
者の理解が得やすく、円滑に
業務を進めることができる。

特になし 131011
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